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第５９回平成２６年９月与謝野町議会定例会会議録（第２号） 

 

招集年月日 平成２６年９月８日 

開閉会日時 午前９時３０分 開会 ～ 午後３時５２分 散会 

招集の場所 与謝野町議会会議場 

 

１．出席議員 

       １番  髙 岡 伸 明       ９番  宮 﨑 有 平 

       ２番  和 田 裕 之      １０番  塩 見   晋 

       ３番  小 牧 義 昭      １１番  河 邉 新太郎 

       ４番  渡  貫 治      １２番  有 吉   正 

       ５番  安 達 種 雄      １３番  家 城   功 

       ６番  江 原 英 樹      １４番   簱   毅 

       ７番  伊 藤 幸 男      １５番  多 田 正 成 

       ８番   田 史 郎      １６番   田 博 文 

 

２．欠席議員（な し） 

 

３．職務のため議場に出席した者 

      議会事務局長    奥野  稔    書    記    土田 安子 

 

４．地方自治法第１２１条の規定により、説明のため出席した者 

      町    長    山添 藤真    代表監査委員    足立 正人 

      副 町 長    和田  茂    教 育 長    塩見 定生 

      企画財政課長    植田 弘志 

      総 務 課 長    浪江  学    商工観光課長    小室 光秀 

      岩滝地域振興課長    小池 大介    農 林 課 長    井上 雅之 

      野田川地域振興課長    坪倉 正明    教育推進課長    長島 栄作 

      加悦地域振興課長    森岡 克成    教 育 次 長    小池 信助 

      税 務 課 長    秋山  誠    下水道課長    西村 良久 

      住民環境課長    朝倉  進    保 健 課 長    前田 昌一 

      会 計 室 長    飯澤嘉代子    福 祉 課 長    浪江 昭人 

      建 設 課 長    西原 正樹    水 道 課 長    吉田 達雄 
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５．議事日程 

  日程第 １ 一般質問 
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６．議事の経過 

（開会 午前 ９時３０分） 

議  長（田博文） 皆さん、おはようございます。 

定刻の９時３０分なりました。 

ただいまの出席議員は１６人であります。定足数に達しておりますので、これより本日の会議

を開きます。 

本日の会議は、お手元に配付しております議事日程に従い進めたいと思います。 

日程第１ 一般質問を行います。 

１４人の議員から通告がありました。３日間に分けて行います。１日目６人、２日目６人、

３日目２人、このような順序で行いたいと思います。 

それでは、９月議会の一般質問、トップバッター、最初に１３番、家城功議員の一般質問を許

します。 

家城議員。 

１ ３ 番（家城 功） 皆さん、おはようございます。 

議長のお許しをいただきましたので、私の一般質問をさせていただきます。 

今回、私は通告しておりますとおり、山添町長の政策に対する改革についてのお考えをお伺い

したいと思っております。 

町長が就任され、早くも５カ月が経過しようとしております。就任時には、日本一若い現役町

長として、我が町のみならず全国でも大変注目を浴びられ、また、選挙において掲げられました

若さと行動力という言葉には、私を含め多くの町民から、町の将来のための改革に大きな期待を

寄せられ、町長ご自身も所信表明はじめ、いろいろな場所でそういったことを述べられてまいり

ました。 

この５カ月、私は一議員として、また一町民として、職務を遂行される町長の姿を拝見させて

いただいておりましたが、少しきつい表現になりますが、一体、何が変わったのだろう。何を変

えようとされているのだろうという思いであるというのが、率直な気持ちでございます。 

世間では、新人町長としては頑張っておられるとか、まだ、５カ月だから、これからというよ

うな声も多くお聞きいたしますが、先行き不透明な行財政状況や山積されております問題、また、

課題の解決、そして、何より加悦中学校建設、広域ごみ処理施設、認定こども園の整備など、何

十億円もの費用がかかる重要案件も今後、取り組まれていくという中で、いま一度、町長のお考

えをお聞きし、確認させていただきたく、質問をさせていただきます。 

それでは、１点目の職員の意識改革についてお聞きいたします。 

私は、６月の定例会の中で、まず、やるべきことは職員の意識改革、それも基本的な段階の挨

拶からということを述べさせていただきました。その答弁に町長は、変えるべき点は多くある。

また、仕事の可視化、民間のノウハウを取り入れるなど上げられ、答弁をいただきました。 

そこで質問ですが、じっくりと取り組みたいとのことでございましたが、今後、何がどう変わ

ろうとしているのかについてお答えいただきたいと思います。 

二つ目に、基本的な段階、すなわち挨拶や対応について見直す必要があると述べさせていただ

きましたが、現状の確認はされたのでしょうか。また、改善はあったのでしょうか。この２点に
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つきましてお聞きいたします。 

次に、財政問題についてお聞きいたします。合理的なマネジメントが喫緊の課題であるという

お答えでございましたが、私も今後の行財政見通しの非常に不透明で厳しい状況であるというこ

とは理解をしておりますし、町長がおっしゃるとおり合理的、かつスリムなマネジメントが、今

後の最重要課題であると感じております。 

そういった中で、加悦中学校の建設請負工事の入札が流れてしまいました。建設内容の条件を

変更し、再度、入札を実施する準備が、現在、進められているということでお聞きしております

が、私は、今後の教育のあり方や少子化による学校の統廃合、また、教育面、財政面など、町が

進むべき方向性を鑑みた場合、このまま建設実施をしてよいのかということに関して疑問を感じ

ております。財政を圧迫している多くの要因の中で、公共施設の運営については、今後、検討す

る必要性はあるということは、私も町長も同じ認識ではないかと思っております。 

私は、行政でないとできないもの、民間が経営したほうがよいもの、また、売却等、早期に手

放すほうがよいものなど、分析と見きわめを緊急に進めることが望まれると考えております。そ

ういった財政面を鑑みた状況も踏まえ、加悦中学校の建設工事について、財政面から見ても協議

を緊急になされることが先ではないかと感じておりますが、いかがでしょうか。 

二つ目に、以前、町長も公共施設の民営化は運営方法に見合った検討を進めるというような答

弁がございましたが、現在、どういった協議がなされ、進捗状況がどうなっているのかというこ

とをお聞かせいただきたいと思います。 

３点目に、入札についてお聞きいたします。 

私は、再三、議会において入札制度の見直しについて質問をさせていただいております。最低

制限価格の事前公表、各費用の地域に応じた価格設定、地域優先型の入札の実施、請負取り抜け

制度、また、電子入札など、いろいろな分野で改善、見直しを求めてまいりましたが、今がベタ

ーという答弁ばかりで、一部、階級をまたいだ入札制度の実施は改善がございましたが、あまり

大きな変化もなく現在に至っております。 

今回、加悦中学校の建設にかかる入札会が流れた原因としては、労務単価にあるという分析を

お聞きしておりますが、私は果たして、それだけが原因であるのかなというような疑問もござい

ます。こういったことも含め、入札に関して、いま一度、見直す時期ではないかと改めて感じて

おります。そこで、質問ですが、まず、現在の当町の入札制度について、町長の率直なお考えを

お聞かせいただきたい。 

二つ目に、私は入札制度の改善をすべき点は多くあると考えておりますが、まず、何より最低

制限価格の事前公表について、廃止すべきだと考えております。この方法は、結果的に抽せんに

よる落札に大きくつながり、公平性の全くない結果であると感じております。 

抽せんも公正な手段という説明をお聞きしておりますが、実態はそうではなく、企業の努力が

全く反映されない、行政職員保護のための手段でしかないと感じております。事実、近隣市町を

見ましても、この方式を採用しているのは与謝野町だけであり、ほかの市町では、ほとんど行わ

れておりません。 

以前、総務常任委員会でも地元業者の方から請願が出され、いろいろな研究や協議がなされた

結果、試験的な段階からでもいいので、取り組むべきとの提案を行政にさせていただいておりま
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すが、私も、その後、議会において何回も確認をさせていただいておりますが、いまだに取り組

みの気配すらございません。現在、どう考え、どう協議がされ、今後どうされるのかについてお

聞きいたします。 

三つ目に、現在、入札制度については、副町長はじめ町の所管の管理職、また、職員で構成さ

れております指名委員会において協議されていると思います。町長の方針として、民意に耳を傾

け行政運営を進めていくというお言葉がございましたが、そうであるのならば、業者や民間から

の意見を取り入れ、反映されるような構築が必要ではないかと感じておりますが、いかがでしょ

うか。 

最後に４点目ですが、町長の政策についてお聞きいたします。 

４月の選挙では、「とうまの政策」として、六つの公約をされております。新しい視線での産

業振興、観光振興と交流人口の促進事業、地域密着型福祉施策、子ども・子育ての支援、また、

教育施策、情報の透明化と町民参画の町政とありますが、現在、何を取り組まれ、何がどう変わ

り、これからどう変わっていくのか、具体化されたものがあれば、それも含め、将来に希望が見

えるご説明がいただけますようお願いを申し上げ、１回目の質問とさせていただきます。 

議  長（田博文） 答弁を求めます。 

山添町長。 

町  長（山添藤真） 皆さん、おはようございます。 

それでは、家城議員のご質問の町長の政策改革についてお答えします。 

まず１番目、職員の意識改革についての１点目、じっくりと取り組みたいとのことであったが、

現在、何がどう変わろうとしているのかとのお尋ねでございますが、私が町長に就任をして以来、

毎月の各庁舎での朝礼など折に触れて、職員に、私の基本的な考え方や思いを訓示をしておりま

す。そのような中、現在、当町では平成２５年４月に策定をされました、第２次行財政改革大綱

の実現に向けて行政改革に取り組んでいるところでございます。 

行政改革とは、まさに行政をいろんな角度から見直していくということでございますが、この

行政改革が職員の問題意識を高める一つのツールとして大変意味を持っていると感じております。

行政改革の大きな項目であります行政評価や政策評価についても、職員の意識改革のツールとし

て捉えることができます。職員が、これまでの自分自身の考え方に正面から疑問を持ち、改善を

していこうという力こそが、これからの職員には求められてくるというふうに考えております。 

行政改革を、それぞれの職員が考えるということは、みずからの仕事の見直しであり、意識の

見直しであるというふうに思います。役場は、多くの課題を抱えております。これを改善、解決

していくためには、発想と意欲であると、私は思います。 

考えなければ発想は生まれない、意識がなければ実現はしないと思っておりますので、私が先

頭に立って職員に督励をし、今後ともじっくりと進めていきたいというふうに考えております。 

次に、２点目、基本的な挨拶から見直す現状であると申してきたが、それらの確認や改善はあ

ったのかとのお尋ねでございますが、これまでから、挨拶をするということは、まず、私自身が

率先をして実践し、当然のこととして職員にも徹底して指導をしておりますが、どうしても仕事

柄、職員は机に向かっている場合が多く、挨拶をするタイミングを逸してしまうということもあ

るのではないかというふうに思います。職員は、それぞれ挨拶をするという意識は持っていると



－68－ 

思っております。しかし、現実として、まだまだ至らない面があり、さらに徹底した指導を所属

長が行っていく必要があると考えております。 

また、所属長みずからも率先して窓口などに気を配るなど、心構えが必要であると思っており

まして、応対の基本中の基本である挨拶について、職員全員が、先ほどの１点目で申し上げまし

た意識改革の取り組みの第１目標として位置づけ、さらに努力を続けることが必要であり、こう

した中から変わったなと言っていただけるような役場にしていきたいというふうに考えておりま

す。 

次に、公共施設の民営化について、現在どういった協議がなされているのかについてお答えを

いたします。 

６月議会でお答えをした内容の繰り返しにもなりますが、議員がおっしゃいます公共施設等の

民営化については、現在、指定管理や運営委託という民間活力を取り入れた取り組みは行ってお

りますが、さらに踏み込んだ、民営化も含めた民間活力の導入の検討は、まだ、できていないの

が現状でございます。特に立地条件のよい公共施設は、民間企業も活用に意欲的であると言われ

ておりますので、公共施設のあり方を検討する中で、与謝野町でも、そういった需要を生むこと

ができるのか、また、それぞれの施設の運用形態に合致するのかを検討するべきであるとの認識

は変わっておりません。 

現在、与謝野町が管理をいたします公共施設の情報を公共施設台帳として集積をしており、そ

の現状資料をもとに、さらなる現状分析資料である、公共施設白書の作成を、今年度中をめどに

進めております。次年度以降に、その白書をもとに今後の適正な管理のあり方を検討していく段

階に入り、国が求めております、公共施設総合管理計画を策定していくこととしておりますが、

白書作成と並行をし、今後の管理手法の選択肢を広げていくためにも、民営化を含めた民間活力

導入の可能性を探っていきたいというふうに思っております。 

次に、ご質問の３番目、入札制度についてお答えをいたします。 

まず、一つ目の現在の入札制度について町長の率直なお考えはについてお答えをいたします。 

私が町長に就任をいたしましてから、指名委員会にも何度か出席をし、メンバーと協議をした

ところでもございます。私が現在の入札制度に関して持っている印象といたしましては、平成

２５年に入札会を傍聴した際に、ほとんどの案件が抽せん落札で決定をしているという状況に、

非常に違和感を覚えたということがございます。予定価格や最低制限価格を事前公表することの

メリット及びデメリットの両方を勘案し、現在の入札制度をもって運用をしているわけでござい

ますが、やはりほとんどの案件が抽せんで決まってしまうという現状を、どうにかしたいという

思いは否めません。その上で、二つ目の入札制度の見直しについてに関連をしお答えをいたしま

すが、確かに議員ご指摘のように、入札制度は地域の状況や景気、物価、発注量などを踏まえた

中で、改善が必要ではあると考えます。今まで議会でも入札制度について多くの議論が交わされ

てきましたが、予定価格及び最低制限価格を事前公表することで、結果として抽せん落札につな

がっているということは、私自身よく理解をしております。 

しかし、現在もテレビや新聞報道で後を絶たない入札絡みにおける贈収賄事件の原因は、予定

価格や最低制限価格を知ろうとする動きに起因をしているというふうに思われます。いくらコン

プライアンスや通報制度を徹底をしても、完全に、それらの芽をつむことは難しく、そういった
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意味においては、前町長が掲げてこられた、透明性のある公正かつ公平な入札というものを実践

するためには、事前公表は必要であるということも理解できます。 

しかし、その一方で、抽せん落札を回避するための有効策が示せていないことも事実でありま

す。完全な答えというものを導き出すことは非常に困難であると考えますが、透明性のある公正

かつ公平な入札と抽せん落札の回避の双方を満たす方策について、指名委員会を通じ、研究を進

めるよう指示をし、答えを出していきたいというふうに考えております。 

入札制度の見直しに関しましては、非常に難解ではありますが、試験的であっても、平成

２６年度中には、私自身の思いもまとめた上で、新たな方向性を導き出したいと考えております。 

次に三つ目の民間の意見を聞き反映されるようなシステムづくりについてお答えをいたします。 

議員ご指摘のように、当町の指名委員会は副町長を中心に、工事などの発注を受け持つ担当課

の課長により構成をされており、事務局は総務課が請け負っております。私自身は、広く民意に

耳を傾けることはとても重要であると考えますし、その上で行政運営に生かせるものがあれば、

それは採用していくべきであるというふうに考えます。しかしながら、この入札制度に関しまし

ては、確かに広く意見を求め、さまざまな声をお聞かせいただくことは非常に重要であると考え

ますが、それが制度そのものに直接反映をされるべきかというと、少し違和感を持っております。 

京都府やほかの先進地にも似た取り組みはされているようですが、それは学識経験者などによ

り監視委員会として構成をされた委員会であり、その方たちが特定の入札案件をピックアップを

し、適切に執行されているかを確認するほか、入札制度に対して意見を述べるといった内容もあ

るようにお聞きをしておりますが、そのような場合、特定意見の強弱によって、結果、偏った方

向になってしまう危険性もはらんでいると思いますので、そのあたりは慎重に考えていかなけれ

ばならないと考えます。今後の研究課題とさせていただきたいというふうに思います。 

以上３点、入札制度に関してお答えをいたしましたが、今後も今以上にできることはないか、

改めて研究を進めていきたいというふうに考えております。 

また、先ほど家城議員のご質問の中にありました、最低制限価格の設定根拠についても、現在

当町が採用している新公契連モデル式ではなく、独自の算出根拠を採用している自治体もござい

ますが、本来、最低制限価格とは対象となる工事を施工していただくに当たり、最低限の品質を

確保するために必要なボーダーラインであり、この価格を下回るとした場合、適正な施工管理体

制の確保や成果品が望めないとしたものであるため、その設定根拠には一定の理由が必要となる

ことから、新公契連モデル式を採用するということは、なるほど理解ができるものであると私自

身は感じております。 

しかしその一方で、私自身の思いといたしましては、その最低制限価格の設定根拠を特定の人

間しか知り得ない状況、例えば、私しか知らない状況を確立させることが可能であるならば、そ

うしたことで、全ての責任を私自身が負うような状況をつくり出せるのではないかというふうに

も考えておりますので、具体的な方法が可能なのかどうか、指名委員会に、これも研究するよう

に指示をしているところでございます。 

次に、４点目のご質問、選挙時には「とうまの政策」として、６項目の公約を掲げていたが、

町長就任後５カ月が経過をする中、何を取り組まれ、何が変わり、何が変わっていくのか、将来

に希望が見える答弁をについてお答えをいたします。 
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私がつくり出そうとしているのは、オール与謝野のチャレンジです。常に申し上げていますが、

織物をはじめとする伝統産業、つやつやのお米をつくり出す農業、大切に保存をされてきた景観、

この町がもつ輝きは、世界のどこに出しても恥じない、誇れるものでございます。しかしながら、

長年の不況により衰えてきた地場産業や、歯どめがきかない人口流出により、地域の力は少しず

つ衰えてきました。こうした現状を変えていくには、住民・議会・行政が一体となり、オール与

謝野で、これまでためらってきたチャレンジをしていくことが何よりも大切であるというふうに

考えております。 

与謝野町民はチャレンジ精神にあふれています。そのことは既に、さきの選挙において証明を

されているというふうに思っております。私は与謝野町の皆様とともにチャレンジを積み重ね、

この町の未来を希望の光で照らすことができると、私はかたく信じているところでございます。

そうした思いのもと、私は六つの政策を掲げ選挙に出馬をいたしました。 

町長着任以後５カ月がたち、現在、それぞれの政策を実現していくために取り組みを進めてい

るところでございます。重点分野として掲げました産業振興分野の与謝野ブランド戦略構想、交

流人口促進分野における阿蘇ベイエリアの活性化構想については、第３期与謝野町産業振興会議

を発足させるとともに、外部有識者を招聘するなど、具体的取り組みを進めるための土台を設定

することができました。今後、スピード感をもち具体的プロジェクトを展開をしていきたいとい

うふうに考えております。 

また、福祉政策においては、子ども・子育て世代への積極的な支援を行っていくため、来年度

中の機構改革に合わせ、現在、教育委員会、福祉課、保健課が担っている業務を一元化をし、サ

ービス向上を行うため、仮称ではありますが「子ども支援課」を新設することに決めました。 

その他、公約に係る事業については、既に実施をしているものもあり、可能性を探求している

案件もございます。第２質問以降でお尋ねいただければと思います。 

以上で、家城議員への私からの答弁とさせていただきます。 

議  長（田博文） 暫時休憩します。 

（休憩 午前 ９時５２分） 

（再開 午前 ９時５３分） 

議  長（田博文） 休憩を閉じ、休憩前に引き続き会議を再開します。 

家城議員。 

１ ３ 番（家城 功） それでは、まず、職員の意識改革、特に挨拶につきまして質問させていただきま

す。私が感じますところ、各課において積極的に取り組んでいただいておるか。また、あまり感

じられないかの温度差というのが非常にあるのではないかと感じております。この分野におきま

しては、改革につきまして、お金がかかる分野でも何でもございません。意識だけの問題です。 

そういった中で、やっぱり積極的に取り組んでいただいとる課と、そうでないというふうに感

じられる課、各課、それぞれ取り組んではいただいているんだと思うんですが、我々から見ます

と、そういうふうに感じる中で、やはり町長が一言言っていただくことで、徹底していただくこ

とで、宣言していただくことで変わっていくんではないかなと。 

やはり役場というのは、住民サービスの一番の拠点になります。そういったとこに出向いたと

きに、入りにくいなというような雰囲気では困るわけで、やはり職務中であろうが、自分の仕事
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があろうが、人の気配がしたら振り返り、立つまでは言いませんが、振り返り笑顔で、「こんに

ちは」「おはようございます」といった挨拶が当たり前にできなければ、サービスとは言えない

と私は思っております。その辺を含めまして、町長、ぜひ、この場で徹底するというお約束をし

ていただければと思いますが、いかがでしょうか。 

議  長（田博文） 山添町長。 

町  長（山添藤真） この挨拶によって庁舎を明るくしていく、職員の意識づけをしていくという点に

つきましては、私も家城議員と同様の考えでございます。この取り組みに関しましては、私が町

長に就任をして以降、訓示、そして、朝礼などによって、その意識の徹底をするべく、職員にも

訴えております。 

こうしたことを続けていくことで、少しずつではあるかもしれませんが、職員の意識改革、あ

るいは挨拶によって明るい庁舎になったなというふうに言っていただけるのではないかというふ

うに思っておりますので、この点につきましては、常に意識をして取り組んでいきたいというふ

うに思います。 

議  長（田博文） 家城議員。 

１ ３ 番（家城 功） ぜひ、早急に進めていただきたいと、委員会でも各課長が説明に来られる中で、

うちの課においては挨拶を徹底させていただいていますと、それがまず第一の仕事だと思ってま

すという課長もおられます。それぐらい、やはり町民の方が受けられるイメージというのは大き

なもんであり、私がちょっときつい言い方をしましたが、一体、何が変わったんだろうという中

で、挨拶から変わっていけば、やはり町民の目線も変わってくるんではないかなと思っておりま

すんで、ぜひ早急に実施をよろしくお願いします。 

次に、意識改革にかかわりまして、各課の対応という部分で、各課においては住民サービスに

おいて、さまざまな取り組みをしていただいております。非常に町民としては感謝している中で、

なかなか取り組みの内容が伝わらないことが多いのではないかというのは、これは委員会をして

おっても、例えば京都税機構の分野においても税機構自体が認識されてないんじゃないかなとい

うような意見も委員会では出ております。 

そういった中で、課長さんには行政の方が思っておられる感覚以上に、町民の方には伝わって

いない部分が多いので、周知を徹底していただきたいというようなお願いはしとるわけですが、

先日、有線テレビを見ておりますと、福祉課の臨時福祉給付金に係るコマーシャルを見ました。

非常にわかりやすい内容で、職員の方がドラマ形式というか、実際のシミュレーションをした中

でやっておられるコマーシャルを見させていただきまして、課長に確認をとりますと、課で相談

をして課で企画をして、課の中でつくったということでございます。 

最近の有線テレビ、私もちょくちょく意識して見るようにはしとるんですが、番組以外は、ほ

とんど文字放送でございます。私だけかもわかりませんが、３分見たら飽きます。やはり、そう

いった中で、せっかく有料でテレビを見ていただいとる中で、そういった各課の取り組みをいろ

いろと紹介されていけば、やはりそのテレビの前にくぎづけではないですけども、見ていただけ

る時間がふえてくるのではないかなと、そういったものを見ていただく中で、職員の方が、こう

いう努力をされとるとか、こういう取り組みをされとるというような理解も得られるんではない

かなというふうに感じております。 
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そういった中で、各課でも、そういったアイデアを当然、出し合っていただかんなんとは思い

ますが、今、やられております各課連携の中での取り組みでも、そういうもんを採用していかれ

るべきではないかなというふうに感じておりますが、それが住民サービスへの最大の大前提では

ないかなというふうに感じております。ぜひ、そういったことも指導していただきたいと思って

おるんですが、その辺はいかがでしょうか。 

議  長（田博文） 山添町長。 

町  長（山添藤真） 家城議員がご提案をされていますのは、有線テレビを使った各課の取り組みを、

より積極的に紹介をしていくべきなんではないかということであろうというふうに思っておりま

す。 

私自身、福祉課が作成をいたしました、その番組放送については拝見をし、また、いろんな是

非も含めて反響があったというふうに認識をしておりまして、今後、有線テレビを活用しながら、

各課の取り組みをいかにＰＲしていくことができるのか。あるいは、住民にわかりやすく説明を

することができるのか、そうしたことは取り組んでいかなければならない点であろうというふう

に思っております。 

また、私自身も町長として、どのような仕事をしているのか、あるいは住民の皆さんからの意

見に対しまして、どういう、私自身の意見を持っているのかといったことも含めて番組化してい

きたいなというように、現在、考えておりまして、もうしばらくお待ちいただく中で、その取り

組みは見えていくのではないかなというふうに思っておりますので、検討課題とさせていただき

たいと思います。 

議  長（田博文） 家城議員。 

１ ３ 番（家城 功） ぜひとも、先ほども言いましたが、町民の方の認識と、職員さん、また、我々議

員との認識には非常に差があり、ここまで説明すればわかっていただけるのではないかなという

範囲では全く伝わらない部分も多いということを前提に置いていただきまして、いかに行政サー

ビスを伝えていくかということも、今後、課題にしていただければと思います。 

次に、財政面におきまして、学校建設に係ることを述べさせていただきました。答弁が、通告

には町長だけで、私は町長の思いを聞かせてほしかったもんで、答弁者には書いておりませんが、

答弁がなかったわけですが、当町の子供の数におきましては、今後、減少することは、教育委員

会の資料におきましても明確なことでございます。これは財政面での話をさせていただいており

ます。そういった中で、子育て会議や加悦中学校建設検討委員会など、民意を取り入れた取り組

みが進められているということは当然、理解はしております。 

しかしかながら、財政を考えますと、例えば、加悦中学校は、当初の、本当の当初の計画時に

は約１７億円、途中から２０億円にかわり、実施設計の予算の審議のときには２４億円というこ

とで、約７億円の上乗せがございます。 

議会において、これは当然、承認はされとるわけですが、今回の入札会が流れたことによって、

一部工事の変更、すなわち外観整備においては別発注になるというご説明をお聞きしております。

結果的には、約２億円、３億円ぐらいの上乗せがあるんではないかなというふうに感じておりま

す。 

少し大げさな言い方にはなりますけども、当初から約１０億円のお金がふえる、そうであれば
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今後、予定されております旧町各１カ所の認定こども園、これにも大体１０億円から５億円の間

の予算がかかるんではないかなというふうに計算させていただきますと、合計すれば６０億円か

ら７０億円の事業になるのではないかなというふうに考えております。 

たとえ合併特例債という有利な起債であれ、借金にかわりは全くございません。今後の町財政

を考えれば、幼・小・中一貫した教育施設を町のどこか１カ所に建ててというようなことも協議

することが大事ではないかなと、入札ばかりを、一度決まったから、必ずそのとおりにやらなけ

ればいけないというような感じに受けとめられますが、私はやはり一度決まっていても、やはり

見直すときには見直していく、変えていくということも大事ではないかと思っておりますが、そ

の辺、町長いかがでしょうか。 

議  長（田博文） 山添町長。 

町  長（山添藤真） 家城議員がご質問をされております、加悦中学校の案件につきましては、現在、

告示をして、その募集をしているところでございます。この募集の結果が、どうなるかによりま

して、今後の進め方が変わってくるんではないかなというふうに思っておりますが、いずれにい

たしましても、加悦中学校の建設につきましては、私自身、子供たちにとって安心・安全な教育

環境を整備をしていきたいという思いから進めていきたいというふうに考えているところでござ

います。 

また、行財政改革、行財政分野からのご質問でありますが、先ほど第１答弁でも申し上げまし

たように、現在、町が保有をしております公共施設、約１６０ほどあるんですけれども、そのマ

ネジメントをしている最中でございます。こうした結果を受け、これからの与謝野町にとって公

共施設がどうあるべきか、そうしたことを具体的に検討していきたいというふうに考えていると

ころでございます。 

議  長（田博文） 家城議員。 

１ ３ 番（家城 功） おっしゃるとおりの答弁ではあるんですが、安心・安全も、もちろん一番大事で

す。しかしながら、この財政につきましては、企画財政課から、この前も資料をいただきました

が、非常に見通しが暗い、見にくいというよりも暗い財政状況であります。 

たとえ、先ほども言いましたが合併特例債という、交付税参入が率が高い借り入れにおきまし

ても借金にかわりはありません。それを最後、結果的に引き継ぐのは誰だろうと考えた場合、や

はり子供たちになってくるわけです。町を担う子供たちに負担を残していかんなんということで

ございます。そういった中で、するしないは別として、なぜ一度も、そういった協議がされずに、

また、新たな入札の準備がされているのかというところに、私は不満を感じております。 

やはり、できるかできないかは別として、話し合ったか、話し合ってないかというところが一

番大事ではないかなというふうに感じております。そういった中で、再度、町長のお考えをお聞

きしますが、なぜ一回も、こういったことがテーブルに上がらずに、入札だけが進められている

のか、その辺をお聞きしたいと思います。 

議  長（田博文） 山添町長。 

町  長（山添藤真） この加悦中学校の建設につきましては、先ほど家城議員もご紹介をいただきまし

たとおり、設計にかかる、例えば住民の意見を聴取していく、あるいは意見の反映を目指し会議

を回していく。そうした背景があっというふうに思っております。 
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そうした民主的な議論が行われた結果、加悦中学校の建設については、実行していくべきであ

ろうというふうな結論が出されてきたというふうに私自身は考えておりまして、その会議内容に

ついては、詳細自体を私自身、把握をしておりませんので、先ほど、家城議員がおっしゃいまし

た検討がなされたのかどうかについては、私のほうから申し上げれることはないのではないかな

というふうに思っております。 

しかしながら、私は、先ほども申し上げましたように、加悦中学校の建設については、実行す

るべきであるという方針の中で、現在の入札の結果を待っているというところでございますので、

この点には、ご理解をいただきたいなというふうに思っております。 

議  長（田博文） 家城議員。 

１ ３ 番（家城 功） 平行線になりますんで、次に行かせていただきますが、入札につきまして、先ほ

どご答弁をいただきました。最低制限価格につきましては、１回目の質問でも言いましたように、

総務常任委員会におきまして研究、協議をした結果、やはり行政に一度試験的でもいいので実施

をするようにという、これは提言をさせていただいております。そういった中で全くベター、今

がベター、その答弁の一点張りで、変える気もございません。町長も認識されておりますように、

抽せんによる落札というのは、確かに抽せんも公平な手段と考えれば、考えられるのかもわかり

ませんが、この入札制度全体を見たときには、やはり僕は、その入札自体が抽せんで決まるとい

うことは、公平性には欠けてくるんではないかなという思いがございます。 

そういった中で、例えば前堀口副町長がずっとベターというような話をされておりましたが、

引き継ぎの中で町長に申し送りが、一回は、こういうことを取り組まれることも必要ではないで

すかというような引き継ぎがあったのかということと。 

それから、委員会決定で提言をさせていただいておる分野において、やはり取り組まれないと

いうことは、全く委員会の結論を軽視されておるのではないかなと、きつい言い方になりますが、

やはりもっと、なぜ、議会が、こういった提言をさせていただくのかということを考えていただ

かないとだめではないかなと。 

以前の質問の中でも、私は副町長にも言いました。変えようという意識の中で話し合いをして

いただかないと変わりません。変えないでおこうという前提の中で会議をされても、何も進歩は

ございませんという発言をさせていただいておりますが、変えようという意識の中で会議は進ん

でないと私は理解しておりますが、その辺のお考え。 

それから、試験的にも取り組んでいただきたいということでございますが、この平成２６年度

中にもできるのかどうかという３点を、お答えいただきたいと思います。 

議  長（田博文） 山添町長。 

町  長（山添藤真） まず、第１点目の引き継ぎがあったのかどうかにつきましては、私と前太田町長

との間の中で、この入札制度については、不断の努力をしていくべきであろうという引き継ぎが

ございました。 

また、先ほど家城議員がおっしゃいましたように、変えようとしなければ変わらない。変わら

ないという前提で議論をするのか、あるいは変えようという気持ちの中で議論をするのか、その

結果はおのずと違ってくるというふうに考えておりまして、これは第３点目の質問にも絡んでく

るというふうに思っておりますが、私自身は、先ほど申し上げましたように、平成２６年度中に
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は、この入札制度を見直していきたいという、変えようという気持ちの中で指名委員会について

も議論を行っているという認識でおりますので、そうしたようにご理解をいただければというふ

うに思います。 

議  長（田博文） 家城議員。 

１ ３ 番（家城 功） ぜひ、入札制度につきましては、早急に変えるという意識の中で、また先ほど

１回目の質問でも言いましたが、私は、この最低制限価格の事前公表につきましては、担当者の

方は業者も守るんだという答えも聞いておりますが、私は個人的には、ほとんどが行政の職員を

守るためのルールだと理解しております。 

そういった中で、そっち側の方が協議をされるだけでは、やはり答えは一緒ではないかなと思

っております。そういった思いの中で業者、また、経験者等のお話も聞いていただいて、民意を

取り入れた改革をしていっていただきたいと、それが、入札のよりよい制度につながる、私は取

り組みだと思っております。 

何も全てを変えてしまえというような思いはございません。ただ、抽せんでしか決まらない落

札というのに、私は非常に不安と不満を感じております。やはりその辺は徹底して見直していた

だく、協議していただく、先ほどから学校の財政に係る学校の話、また、基本的な職員さんの話

も含めまして、やはり徹底した話し合いをするかということが大事だと思います。結果は、それ

につながってくるもんであって、やったかやってないかというのは、取り組んで、話し合ったか

話し合ってないかというのが一番大事だと僕は思っております。その分野をやはり一回目の質問

の中できつい言い方をしましたが、何が変わったんだろうなと、今後どう変わっていくだろうか

なという思いにつながっていってしまうのではないかなと。 

やはり若い町長、バイタリティあふれた中で、やっぱり変えていくんだよという意思を前面に

出していただいて、とにかく話し合っていただく、協議していただく、その中で新しい未来を見

出していただく、そういったことが、私は町長に望んでおりますが、いま一度、決意がありまし

たらお願いします。 

議  長（田博文） 山添町長。 

町  長（山添藤真） 非常に長いご質問でありましたので、もし抜けている点がありましたら、ご指摘

をいただければというふうに思います。 

まず、入札制度に広く有識者、あるいは企業、住民の声を反映をしていくべきではないかとい

うご質問でございますが、その点につきましては、先ほど申し上げましたように、一つの提案と

受けとめ協議をしていきたいと、調査をしていきたいというふうに思っております。 

また、先ほどありましたように、変えていくんだという気持ちの中で、どのような変え方をし

ていくのか。あるいは実際、変えていくために、どういうふうに実行していかなければならない

のか、そうした非常に大きな視点でのご質問をいただきましたが、私が今現在、一つの変わり目

であるというふうに認識をしておりますのは、来年度の当初予算であるというふうに思っており

ます。 

通年であれば、１１月の初旬に予算編成の方針が出され、そして各課での協議があり、そして、

理事者の予算査定があるという流れの中で、予算というものは決まっていくというふうに認識を

しております。 
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しかしながら、私、初めての当初予算編成ということになりますので、１１月の予算編成方針

を出す前に、私の思いを各課に投げた上で調整、そして、協議をしていきたいというふうに思っ

ておりますので、そうした予算編成方針を出す前の期間、すなわち９月、１０月というのは、私

と各課、部署が、非常にひざを突き合わせた中で議論を闘わせるという状況になろうかというふ

うに思っておりますので、そうした中で一つの大きな方向性の中で、皆さん方に変わったなとい

うか、よりよい町になったなというように思われるように、予算編成を取り組んでいきたいとい

うふうに思っておりますので、その点につきましては、議員の皆様方につきましても、建設的な

意見、または、ご提案をいただければなというふうに思っております。 

議  長（田博文） 家城議員。 

１ ３ 番（家城 功） ぜひ、若い、若い若いってばかにするわけじゃないです。尊敬の意味も込めまし

て、若い町長がやる気を持ってやっていただければ、我々議会も、もう一つの車輪としてかみ合

って回っていけるんではないかなというふうに思っております。 

やはり町長に期待をされている方、町民の方多くおられます。やっぱりそれに対して結果を出

していく、町長がかわられて、これだけ変わっていったんだなという、目に見えた、やっぱりま

ちづくりをしていっていただきたいなと思っております。 

政策について、ちょっと触れさせていただこうと思いましたが、余り時間がないので、２、

３だけお聞きいたします。 

六つの政策を掲げられております。徐々に今から、いろんな事業も含め、取り組まれていくと

いうようなことでございますが、ちょっと理解ができてないのか、私の認識不足なのか、例えば

産業振興におきましては、与謝野ブランドの確立ということで、産業振興会議のほうを進められ

ていくと、この「とうまの政策」の解説には、日本市場だけでなく世界市場も視野に入れながら、

トップセールスを行っていくというふうにあるわけですが、具体的に思いというのは、どういっ

た内容なんでしょうか。 

議  長（田博文） 山添町長。 

町  長（山添藤真） 私が六つの政策の中で、産業面で取り上げましたのは、その１点だけではござい

ませんが、その点に限って申し上げますと、これは本当に６月の定例議会の中でも何度も言った

ことでありますが、この地域というのは、どこまでいっても、私は、ものづくりの地域であると

いうふうに思っております。 

このものづくりを支えている技術というものは、各分野において非常に高いものがあるという

ふうに思っておりますので、そうした技術、そして、ものづくりを日本国内のみならず世界に発

信をしていきたいという思いで、そのトップセールスを行っていくということを申し上げたとこ

ろでございます。しかしながら、私自身が、こうした大きな方針を掲げるだけでは実際の実現に

はなっていきません。 

そうした中で、与謝野町産業振興会議を一つの、そうした民間企業との議論の場に据えて、実

質実のなるような成果が出せるように調整をしていきたいというふうに思っておりますので、こ

の点についても議員の皆様方の温かいご支援、そしてまた、ご注目をいただければなというふう

に思っております。 

議  長（田博文） 家城議員。 
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１ ３ 番（家城 功） なかなか、６月にも私、質問でも言いましたが、ブランドをつくるということは、

なかなか簡単そうで難しい分野でございます。ぜひとも答えがいい方向に出てくるように期待は

させていただきますが、時間がないので、次に。 

観光振興交流人口の事業として、阿蘇シーサイドパーク周辺の交流人口を促進地域として位置

づけと、再開発をしていくというようなことでございますが、中身もちょっと聞きたかったんで

すが、もう１分ですので、ちょっと大事な部分で、子育て支援の部分を最後お聞きして終わらせ

ていただきますが。保育料の引き下げという言葉が町長のお話の中にも何回も出ておりますし、

この政策にも書いてあります。保育料につきましては、現状でもいいので保育時間の延長を見直

してほしいなというような声をよくお聞きします。 

今現在４時までが、一応基本の時間になっておりまして、よそではもう５時半、６時が当たり

前の保育になっております。そういった中で、料金の引き下げも当然、視野には入れていただか

んなんのですけども、そういった協議は、今されておるんでしょうか。 

議  長（田博文） 山添町長。 

町  長（山添藤真） ただいま、家城議員からご質問いただきました、子ども・子育て支援の関係、保

育料の設定のあり方、あるいは時間の延長を、どのように進めていくのかにつきましても、先ほ

ど申し上げたように、来年度の予算編成を進めていく上での福祉課との一つの大きな協議事項に

なってくるだろうというふうに思っておりまして、そうした中で方向性を出していきたいという

ふうに思っております。 

議  長（田博文） 家城議員。 

１ ３ 番（家城 功） このビラですね、公約が書いてある、ちょっと小さいですけども。 

議  長（田博文） 家城議員、時間になってますので、手短にお願いします。 

１ ３ 番（家城 功） 実現できれば、すばらしいことだと思っておりますし、公約ですので実現に向け

て一生懸命取り組んでいただきたいということをお願いしまして、質問を終わります。 

議  長（田博文） これで、家城功議員の一般質問を終わります。 

次に、１２番、有吉正議員の一般質問を許します。 

有吉議員。 

１ ２ 番（有吉 正） それでは、議長のお許しを得ましたので、一般質問をさせていただきます。 

私は、庁舎統合への道筋、それから、太田町政との約束、町道大門線、水路改修の具現化とい

う２点を質問させていただきます。 

９月１日の全員協議会で、機構改革案が説明をされました。先日、新聞報道にも、この案が掲

載をされておりました。しかし、あえて将来に向けて、この質問をさせていただきます。 

平成１８年３月、旧３町が合併して与謝野町となりました。合併後１０年間は旧町の交付税が

維持されますが、１１年目より段階的に５年間かけて減額されるというふうに聞いております。

また、認識をしております。前太田町長も庁舎統合に向けて職員間のワーキンググループをつく

り、加悦本庁舎案を提案をされました。その後、民間委員による検討委員会が設けられ、その結

論も出されました。それ以来、この庁舎統合については動いておりません。 

与謝野町より２年早く合併された市が財政難で国に要望をしているという、昨年、報道があり

ました。増田元総務大臣らがしておられます民間研究機関（日本創成会議）が全国１，８００自
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治体のうち８９６市町村が、２０４０年までに消滅するかもしれないと、このような試算をまと

めておられます。 

与謝野町も平成２７年度、来年で合併１０年を迎えます。できる限り早く庁舎を統合して、で

きる限り住民サービスは減らさない、そういったことが住民の幸せにつながると、私は考えてお

ります。庁舎統合への道筋を、山添町長に質問をいたします。 

２点目の質問でございます。太田町政との約束である町道大門線、水路等の改修の具現化につ

いてお尋ねをいたします。６月議会で町道大門線、水路改修の緊急を要するということを町長に

質問をいたしました。 

担当課と議論を深め、住民要望に応えるとの山添町長のご答弁でございました。町長は忙しい、

大変このように思います。お忙しい中、議論を深められたと思います。その具現化に向けた予算

はいつごろになるのか、質問をいたします。 

以上で１回目の質問を終わります。 

議  長（田博文） 答弁を求めます。 

山添町長。 

町  長（山添藤真） それでは、有吉議員のご質問の１番目、庁舎統合への道筋について、お答えをい

たします。 

庁舎統合につきましては、太田前町長が平成２３年４月に加悦庁舎に集約をする案を提案をさ

れ、住民説明会、町政懇談会、議会など、さまざまな議論を経て、平成２４年１月に庁舎統合検

討委員会が設置をされました。 

この検討委員会でも９回にわたり熱心な議論を経て、平成２４年１１月に答申を出されており、

その一つとして、庁舎統合に異論はないこと。二つ目に、町が提案をしたたたき台は見直すこと。

そして、三つ目に庁舎統合について引き続き議論すること。そして４点目に、野田川庁舎本館は

早急に閉鎖をし、機構改革を含む課の再配置を行うことを示されました。そのことは、皆様も、

また、住民の皆様も記憶に新しいところではないかというふうに思います。 

ご指摘の総合庁舎化の必要性は、私も認識をしておりますし、まちづくり全体を考えた上で、

町民の皆様方と一緒になって、４年間で総合庁舎化の方向性を出すことを町長選挙のときにお約

束をしてまいりました。 

議員がおっしゃるように、庁舎を統合すれば、一つの庁舎でワンストップサービスが可能とな

り、行政の効率化、庁舎管理経費の節減、職員の集中による専門性や高度な行政サービスの提供

などのメリットは考えられますが、その一方で、庁舎が遠くなる。あるいは、防災体制を考える

と分庁舎の方がいいという意見も庁舎統合検討委員会で出されておりまして、一部分は住民サー

ビスの低下にもつながるという可能性があることから、庁舎統合と住民サービスとは相反する要

件でもあるとも認識をしております。 

こうした観点からも、庁舎統合については慎重に進めていく必要があり、まずは、安全面から

野田川庁舎の本館の閉鎖を早急に実施をすることを最優先事項といたしまして、平成２７年度中

には野田川町庁舎本館の閉鎖、並びに時代に即した安心・安全、子育て支援などの機構改革を実

施をしてまいりたいというふうに考えております。 

それと並行いたしまして、議会や住民の皆様方と一緒になり、将来に向けた総合庁舎化の可能
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性を探りつつ、防災面をはじめ住民サービスが低下をする要因を一つ一つ解消をしながら、今後

の４年間で住民合意が得られる一定の方向性を出せるよう努力をしてまいりたいというふうに考

えております。 

次に、２番目のご質問でありますが、太田町政との約束、町道岩屋大門線、水路改修の具現化

についてお答えをいたします。 

町道岩屋大門線は、平成３年６月に町道認定をされております。当時、どのような目的で認定

をされたのか定かではありませんが、現状から申し上げますと、近隣には高齢者・障害者の皆さ

んが入所をされております福祉の里があります。幹線道路として整備をしております岩屋川線に

は、歩行者の安全を確保する歩道がないことから、町道岩屋大門線は、町道庄内線と町道向岩屋

本線を結ぶ路線であると同時に、岩屋川線と平行に走る道路であることから、高齢者・障害者の

避難路、あるいは、歩行者の安全を確保する道路として位置づけられるものであるというふうに

思います。町といたしましては、幹線道路の岩屋川線の整備を優先事項として考えておりますの

で、もうしばらくお待ちをいただきたいというふうに考えております。 

次に、水路改修の具現化について、お答えをします。 

雲岩公園付近から流出水については、住宅地部分については整備ができていますが、その流末

については整備ができておりません。流末部分については、農業地域を抱えておりますことから、

町道整備の際には水路形態が変わる可能性を含んでいるためでございます。 

したがって、水路改修についても町道整備と同時進行で検討することが適切な方法と考えてい

るところでございます。 

以上で、有吉議員への答弁とさせていただきます。 

議  長（田博文） 有吉議員。 

１ ２ 番（有吉 正） 町道大門線のほうから、もうしばらくということで、考えさせてほしいと、待っ

てほしいということでございます。 

あの周辺は、農地もございまして、もちろん今、町長がおっしゃられたように、福祉の里、特

養老人ホームと障害者施設があるわけでございます。また、近くには雲岩公園もあります。一つ

町道認定をする、あるいは町道ができることによって、ある意味、農地も守れると、今、非常に

耕作者の方がなくなって、水路整備、あるいは、今、機械が大型化されております。軽トラック

ではなければ稲刈りのコンバインも入れないというのが今の現状でございます。 

そういった中、これをすることによって、いろんなことが考えられるだろうなと、整備がね、

環境整備、これも大事ですね。どういった農業でもうけるかということも大事なんですけども、

そういった農業をする環境整備を少しでも進めるということも大事だと私は考えます。これはね、

もうぜひ、もう来年度には向けて考えていただきたいと、そうしなければ、守ることも守れない

ことが起きるのではないかと、私も精いっぱい、議員として頑張ってまいりたいと思いますので

ね、町長、一つこれはぜひ考えていただきたいと、このように思います。まずこの１点お願いし

ます。 

議  長（田博文） 山添町長。 

町  長（山添藤真） 有吉議員がおっしゃいますように、そうした取り組みをしていくことで、農業の

側面からも農業振興ができていくんじゃないかということにつきましては、私自身も認識をして
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おりますので、農林課、そして、建設課とともにどのような策が講じることができるのかについ

て協議をしてまいりたいというふうに考えております。 

議  長（田博文） 有吉議員。 

１ ２ 番（有吉 正） ぜひこれは、よろしくお願いしたい。お願い申し上げておきます。 

庁舎統合への道筋でございますけれども、町長おっしゃられました４年間をかけて、今までの

懸案だった野田川のね、古い庁舎のほうを取り壊すと、これはこれでいいと思いますし、三つの

地域振興課、それぞれを廃止して新設する安心・安全課、子育て支援課、それからＣＡＴＶセン

ター、こういうふうな、せんだっての機構改革案、私はこれはこれでいいと思っています。 

また、新しい政策を自分が項目に上げておられた、公約の中の一つでも進めていこうと、私も

そういうふうに感じておりますし、それは住民の皆さん方も、なるほどなというふうに思ってお

られるのではないかというふうに思います。 

ただ、平成２７年度中というのではなくて、やはり少しでも早く、これを実現されるならば、

やっぱり早く実現される。そして一番大事なことは、総合庁舎化というのは、これ必ず、私は必

要となってくる。議員の皆さん方は、いろいろと住民の方々の思いや負託を受けておられますの

で非常に難しいところもあろうかとは思うんですけども、やはり住民の皆さん方の幸せのために

も、あるいはサービスを落とさないためにも、私は必ずしていかなければならない。 

先ほど町長が言われたデメリット、庁舎が遠くなる。確かに、そういうことがあると思います。

だけども、私は一般の方が、窓口さえあれば、今は大抵のことは窓口で済ますことができると、

このように思っております。 

分庁舎ですから、福祉課なら加悦、商工観光課は本庁舎ですね、それから、税務課は野田川と、

今は、こういうことになっておるわけですけども、大抵のことは窓口さえあればできるであろう

と、私は、一般の方は、そのようにお考えではないかなと、私はそう思っております。 

もう１点、防災体制、これも大事なことではあります。私は、これは行政の皆さん方、知恵を

出していただいてやれば、防災体制についてもクリアできるんではないかと、私は、このように

考えております。一つ町長、再度ね、この点についてのご意見をお伺いしたいと、このように思

います。 

議  長（田博文） 山添町長。 

町  長（山添藤真） ６月の定例会の際に有吉議員から、この件につきまして、ご提案を、ご質問を受

けた際には、この機構改革の修正案については、まだ、公表ができない段階でございました。 

しかしながら、６月定例会が終わり９月定例会に向けて協議をする。そうしたこともありまし

た中で、今回、機構改革修正案については、ご提案をさせていただいた次第でございます。 

総合庁舎化に向けて検討に入るという段階より前に、やはりこの機構改革をきっちりとやって

いくことが、その土台になるというふうに考えておりますので、平成２７年度中、できれば早い

段階で実現をしてまいりたいというふうに考えておりますので、ご理解のほどよろしくお願いし

たいというふうに思います。 

議  長（田博文） 有吉議員。 

１ ２ 番（有吉 正） それこそ、一つ一つ大変でしょうけども、実現できるところは実現していただい

て、これは町道大門線、水路も同じでございます。大きな問題ではないかもしれませんけども、
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ぜひ実現をしていただきたい。 

それから、機構改革は、私は、これで別にいいのではないかなと思っております。しかし、

４年先、庁舎統合するならば、やはり住民の方々に早く訴えていって、議員も理解して、なぜ必

要なのか、そういったことをやっぱり行政も住民の方に訴えていく必要があるでしょう。 

それから、我々議員も住民の方を説得する必要があるでしょう。また不安を取り除く必要もあ

ると思います。そういったことをお願いを申し上げておきまして、質問を終わらせていただきま

す。ありがとうございました。 

議  長（田博文） これで、有吉正議員の一般質問を終わります。 

ここで、１１時まで休憩します。 

（休憩 午前１０時４５分） 

（再開 午前１１時００分） 

議  長（田博文） 休憩を閉じ、休憩前に引き続き会議を再開します。 

次に、１０番、塩見晋議員の一般質問を許します。 

塩見議員。 

１ ０ 番（塩見 晋） それでは、通告に基づき２件の一般質問をいたします。 

最初に町政懇談会の質問をいたします。平成２６年度の町政懇談会は、町長以下、全課長が出

席をして７月１日、滝公民館より始まり、８月５日の石川公民館まで、１１の会場で開催されま

した。各地域で行われた懇談会は、多くの住民の要望や意見・提案などの発言があり、町政全般

について、参加者との有意義な意見交換ができたのではと思っております。 

私も、できる限り傍聴に行き、地域の方々の行政に対する思いや要望など、聞かせていただき

ました。その中でＫＹＴのネットの問題、学校の再編成、町長が新しく打ち出されたブランド戦

略、それから庁舎統合、そして、将来の人口問題などは複数の会場で質問があったと思っており

ます。懇談会を聞かせていただき感じたことは、新人の若い町長に対する大きな期待感が見受け

られました。ある会場では、質問に答えて町長自身も、今まで回った中では、若さを支えてやろ

うという思いを感じたと話をしておられました。随所で教育と産業振興を重点にしていきたい、

新しいまちづくりを始めたいという発言も多くありました。これらの住民の思いを今後の町政に

どのように応えていかれるのか、現在のお考えをお聞きしたいと思います。 

次に、織物業の振興策について質問をいたします。私は、前回の６月定例会の一般質問で産業

振興について質問をしましたが、町長は、その中で与謝野町で誇れるものは伝統産業の織物と農

業を上げておられました。また、さきの町政懇談会の中でも織物業の振興についての話題も出て

おりました。前回の一般質問でも産業振興のための具体的な取り組みをお聞きしましたが、施策

については余りお答え願えませんでしたので、もう少しお聞きしたいと思います。 

前回も述べましたが、織物業は与謝野町における産業では、就業人口、生産額において、依然

として大きな規模でありますが、既に皆様ご存じのとおり、業界の現状は、全体的には需要の減

少と経済性、低賃金でありますが、これに伴う低工賃でありますが、これに伴う構造的な問題も

あり、２０数年間縮小を続け、今では高齢化が進み後継者も育たず、産地としての機能を失うよ

うな状況にまでなっております。 

そこで、織物業の振興策、業界の将来の見通し、伝統産業への支援策、現行の補助制度と、新
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たな補助制度の取り組み、そして、家内労働法による最低工賃の改正の対応などについて、お考

えをお聞きしたいと思います。 

以上、 最初の質問を終わりといたします。 

議  長（田博文） 答弁を求めます。 

山添町長。 

町  長（山添藤真） 塩見議員のご質問の１番目、町政懇談会の総括についてお答えをいたします。 

７月１日から８月５日までの期間、町内１１カ所におきまして、平成２６年度町政懇談会を開

催をいたしました。私の着任以後、初の開催であったことから、テーマは絞らず、私が掲げてお

ります、まちづくりの方針や私の選挙公約が６月の補正予算編成に、どのように反映をされてい

るかなど、説明をさせていただきました。延べ４０７名の皆様方にご出席いただき、議員のご指

摘のとおり有線テレビ、学校統合、ブランド戦略、人口問題など、多くのご質問やご意見をいた

だきました。また、私自身に対する大きな期待感も感じましたし、そのご期待に沿うため、でき

る限りの努力をしていくと決意した次第でございます。 

教育と産業振興を重点にしていきたいと発言があったが、住民の思いを今後の町政にどう応え

ていかれるのかを、考えをお聞きしたいというご質問をいただいております。選挙のときに掲げ

た、それぞれの分野におけるビジョンや政策を実現していくことが住民の皆さんの思いにお応え

するということであるというふうに考えております。また、それらの政策が深みのある政策実現

になっていくためには、住民の皆様方との協働が必要不可欠であるというふうに考えているとこ

ろでございます。 

次に、２番目のご質問であります織物業の振興策についてお答えをいたします。まず、現在、

実施をしております織物振興策につきましては、織物事業者が置かれている後継者不足や織り手

不足の現状を少しでも解消をしていくため、今年度から織物技能訓練センターにおいて、織機の

操作や糸の扱い方など、初歩的な技術を身につけていただける講座を、与謝野町の商工会の織物

技術指導員を中心に、町内機業者を対象として実施をしております。また、町内の機業者を対象

に織機にかかる調整や修理などに対する支援も継続して商工会に助成を行っており、毎年、多く

の機業者の皆様方にご利用をいただいているところでございます。このように現行の織物振興策

については、与謝野町商工会と歩調を合わせて取り組んでいるところでございます。 

一方で、業界の将来見通し、伝統産業への支援策、家内の労働法による最低工賃改正に対する

私の見解を申し述べておきますと、議員ご承知のとおり、丹後の織物産地全体が織り手の高齢化

や後継者不足、販売の低迷などにより、徐々に生産量も減少しているのが状況であり、メーカー

である西陣や室町、京都府においても同様な危惧がなされているところでございます。以前から

京都府へは、近隣市町や織物関連機関と意思疎通を図りながら、機会あるごとに織物に関する支

援をお願いをしてまいりました。 

その結果、今年度から京都府において伝統産業に特化をした設備の新設・改修などの支援制度

が創設をされましたが、単年度での運用であることから、引き続き平成２７年度も継続をしてい

ただけるよう京丹後市や丹後織物工業組合、商工会などとの連名で要望書を提出をしているとこ

ろでございます。 

さらには、私の重点政策である「新しい視点での産業振興策」として、先般、第３期の産業振
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興会議を発足をさせ、新たな展開に向け進み始めましたので、議員の皆様にもご意見をいただけ

ればというふうに考えているところでございます。 

最後に、家内労働法による最低工賃改正の対応についてのお尋ねでございますが、経過といた

しましては、丹後織物工業組合から最低賃金改定の申し出を西陣織物工業組合とともに京都労働

局に提出をされ、メーカーや代理店、受託者など、利害関係のある団体との調整が図られてきた

ところでございます。これによりまして、平成１３年に制定をされた現在の最低工賃が、１３年

ぶりにアップ改定の運びになったことは、関係者の努力に敬意を表しますとともに、一定の評価

ができるというふうに認識をしております。 

しかしながら、議員のご指摘のように、さまざまな問題点も出てこようかと考えております。

現在の工賃は、高度な技術が必要か、簡単な技術でもいいものかの区別によって、工賃が決まっ

ているようでございます。特に、高齢従事者の多い丹後では、簡単な技術で織れる製品を望む方

が多く、その分、工賃も低く設定をされております。この低い工賃を最低工賃まで引き上げると

なると、技術の必要な製品の工賃も相当額アップさせなければならないことになります。 

そうなりますと、議員のご指摘のとおり、親機や代行店の負担もかなりの額となり、どうやっ

て工賃を引き上げるかということが問題になるのではないかなと思っております。もちろん京都

市内の西陣や室町が、最低工賃のアップを見込んだ金額で取引をしていただければ問題がないわ

けですが、なかなかそのようなことにはならないというのが、多くの見方としてあるようでござ

います。また、工賃を引き上げる以上、それなりの技術が要る製品の製造を求められたりする可

能性も十分あるのではないかと考えているところでございます。 

このように、さまざまな問題点を含んでいるというふうに思いますが、賃機業者の方々には

１３年ぶりのアップ改定となり、アベノミクス効果をはじめ、消費税の引き上げ問題なども考え

ますときに、織物業を継続させていくためには、工賃のアップは必要条件であると考えておりま

す。 

しかしながら、この法律どおりに実行されるよう期待したいところでございますが、１０月か

らの実施にはさまざまな角度から注視をしなければならないというふうに考えております。また、

議員のご承知のとおり、家内労働法は、家内労働者の生活の安定に資することを目的とし、工賃

及び最低工賃、安全及び衛生、家内労働に関する審議機関、罰則などを定めた法律でございまし

て、家内労働者の労働条件の改善を図るために必要な法律であり、仕事を家内労働者に委託をす

る者は、これを尊重し、法の趣旨に基づいて実行しなければならないというふうに認識をしてお

ります。 

以上で、塩見議員のご答弁とさせていただきたいと思いますが、詳細の質問については、第

２質問以降、いただければというふうに思います。 

議  長（田博文） 塩見議員。 

１ ０ 番（塩見 晋） はい。ありがとうございます。 

特に二つ目の織物業の振興策については、まだ、私が踏み込んでないところまで答弁をいただ

きまして、ありがとうございました。 

それでは、町政懇談会のほうを、先に２回目の質問を始めたいと思います。 

いろんな問題が出ました中で、何点か、私が、ここに最初に書いておりましたことについて、
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全てではありませんが、お尋ねしたいと思います。まず、ＫＹＴの関係です。放送の中ではプラ

イバシーの問題提起とか、少し気になるなと思うようなこともありました。それから、ネットの

ほうについては、余りにも遅いので、ＮＴＴとかね、そういう民間業者に運営を任せたらとかい

うような意見もあったように思います。現実のところ、この回線については８月２５日ですか、

通信容量を１．５倍にするという工事の完了で、私もネットをやってみまして、確かに早くなっ

たなということは実感しておりますので、ここら辺は大体、一応ですけども、解消できているん

かなというふうに思っておりますので、これは置いておきまして、ブランド戦略について、お尋

ねしたいと思います。 

先ほど町長もおっしゃいましたけども、過日の産業振興会議の立ち上げで、実行に向けて一歩

を踏み出したと、こういうわけですが、さきの懇談会でもブランド戦略を通じて織物などを活性

化させるというふうな言葉も聞かせていただきました。そういうことで、期待をしているのです

が、町長の思われるブランド戦略の核心というんですか、一番はこれなんだというものは何でし

ょうか。その点をお尋ねしたいと思います。 

議  長（田博文） 山添町長。 

町  長（山添藤真） 塩見議員のご質問であります、ブランド戦略の一つの核心、大きな目的は何かと

いう質問でございますが、これについては、私、６月の定例会においても発言をしてきましたけ

れども、この与謝野町といいますのは、ものづくりの中でも素材を非常に提供している産地であ

るというふうに思っておりますので、この素材に付加価値をつけることができる。そうした努力、

あるいは取り組みが求められていくであろうというふうに思っておりまして、それが一つの、私、

与謝野町のブランド戦略を構想する場合に必要になってくることだろうというふうに思っており

ます。 

議  長（田博文） 塩見議員。 

１ ０ 番（塩見 晋） わかりました。やはりものづくりが一番基本ということで、町長が世界に売り出

す戦略、もしくは人づくり、そういう方向でおっしゃっていただけるかなと思ったんですけど、

やはりものづくりを基本としてやっていくということで、よくわかりました。 

その中で、これも町政懇談会の中でお聞きした言葉なんですが、みんなの知恵や技術が響き合

い、新しい価値観が生まれる町をつくりたいと、こういう発言が２カ所ぐらいであったというふ

うに私は記憶しているんですが、この言葉としては確かに理解できるんですけども、この意味が、

もうひとつよく、自分自身、理解できませんので、どういう思いで、この言葉をおっしゃったの

か、もう少しかみ砕いて教えていただけませんでしょうか。 

議  長（田博文） 山添町長。 

町  長（山添藤真） 先ほど、議員がご指摘をいただきました、みんなの知恵や技術が響き合う、そし

て新しい価値観を生み出すことができる町といいますのは、私が選挙のときに掲げていた一つの

まちづくりの大きなビジョンでございます。 

この意味につきましては、広く解釈をできるのかなというふうに思っておりますが、一つの肝

は、やはり先ほど申し上げました、この地域というのは織物分野、農業分野に限らず、多くのも

のづくり分野で成り立っている地域であるというふうに思っておりますので、そうしたものづく

りに従事をされる方々が、これまで以上に付加価値をつけて自分たちで販路を開拓する。 
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あるいは、もう少し違った角度のチャレンジをしていけるような町になければ、より新しい価

値観が生まれてくるのではないかなというふうに思っておりまして、こうした循環に入ることで、

まちづくりが、よい方向性に向いていくのではないかなというふうに思っておりまして、そうし

た意味を込めた言葉でございます。 

しかしながら、非常に理念的な言葉でありまして、この理念を実現していくためには、やはり、

この理念に基づいて、どのような施策が生み出していけるのか、どのような施策を実現していく

のかといったところまで、私自身が提案をしていかないと、なかなか実感としては、住民の皆様

方としては、とらえづらいところがあるのかなというふうに思っておりまして、先ほどから申し

上げているように、来年度の当初予算が、その一つの評価の判断になるだろうというふうに思っ

ておりますので、先ほど申し上げた、みんなの知恵や技術が響き合い、新しい価値観が生まれる

ことが、生み出せるまちづくりをしていくための政策を提案していきたいなというふうに思って

おりますので、その際に、より具体的にわかっていただけるのではないかなというふうに思って

います。 

議  長（田博文） 塩見議員。 

１ ０ 番（塩見 晋） 町長のおっしゃることは、そうなんかなというふうに受けとめましたが、この価

値観というのが、なかなか理解しづらくて、その価値観が生まれるということは、専ら個人がど

う思うかによって、価値観というのは、それぞれ変わってきますし、それから、それも固定した

もんじゃなしに、いろんな経験とか、そういうものをすることによって、いろんな広がりを持っ

たり、それから全然、変わったり、きのうまでよかったな、これはいいんだと思う価値観が変わ

ったり、そういうことは往々にしてあることで、それは個々が、個々の人間、人間というか、そ

の人がですね、自分で自分の感覚で見つけていくというんか、そういうものではないかなという

ふうに思いまして、そうなるように予算をつくるとか、何とかというのは、先ほどおっしゃいま

したけれども、人から価値観を押しつけられても、それは結果的に満足できるものでは終わらん

わけですね。 

やっぱり、それぞれの人が、それぞれの価値観で生きている世の中ですので、そこをどうする

かということが、もっと根本的なところで大事なんだと思うんです。それが知恵や技術がどう響

くんかなというふうに思ったりもするわけですけども、質問もなんか、禅問答みたいな質問です

けれども、もう少しご説明、お願いできればと思います。 

議  長（田博文） 山添町長。 

町  長（山添藤真） 非常に哲学的な問いでありまして、私が答弁をしても恐らく禅問答みたいな形に

なるのではないかなというふうに思っておりますが、先ほど塩見議員がおっしゃいました価値観、

あるいは価値という言葉については、個人の感覚が深く関係をしているというふうに私自身も思

います。 

新しい価値観を生み出していくためには、やはりその個人が一歩前に踏み出すこと、これが非

常に重要になってくるだろうというふうに思っておりまして、家城議員に対しての質問でお答え

しましたように、そのキーとなるのが、私はチャレンジであるというふうに思っております。 

そうした与謝野町民、与謝野町が一丸となってチャレンジをしていくことで、そうした新しい

価値観というのは個人それぞれが見つけることができるでしょうし、与謝野町としての新しい価
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値観も生まれてくるのではないかなというふうに思っております。 

議  長（田博文） 塩見議員。 

１ ０ 番（塩見 晋） おっしゃるように、チャレンジしていくことは非常に重要ですが、与謝野町とし

ての価値観というものは、僕はあり得ないというふうに思ってます。この問答はやめます。これ

で終わりにしますが、僕はそう思っています。これは置いておきまして、次に学校の再配置の問

題も出てました。そこで、この点についても少しお尋ねしておきたいと思います。 

学校の再編成については、町長は懇談会の中で平成３４年を待たずに段階的に統合を考えてい

ると発言をされております。これは今までの私の理解と少し方向が違っております。確認をして

おきたいんですが、５月の臨時会における町長の所信表明の中で、小学校の統廃合については、

平成３４年を待ち、同時に統廃合するのではなく、段階的な一体化が望ましいと考えています。

その基準は、複式学級の発生見込みです。このように所信表明でもおっしゃっております。私は、

学校統廃合は例外も、確かに複式学級になる学校は認める、一回だけの統合は認める。しかし、

全体としては、平成３４年に新しい学校が、それぞれの、岩滝は今、一つなんですけども、野田

川、加悦で始まると、そういう方向で行くというのが教育委員会の基本方針だったと、こういう

ふうに理解しているのですが、町長のおっしゃったことを、そのまま受けとめると、別に３４年

を過ぎても、複式になる学校でなければ、もっと先伸ばしをどんどんしていってもいいんかと、

そういうふうに、この言葉からは読み取れるんですが、この点はどうなんでしょうか。 

議  長（田博文） 山添町長。 

町  長（山添藤真） 私の小学校の統廃合、あるいは再配置に関する基本的な考え方としては、平成

３４年度を待たずに、それぞれの学校が統合していくということについては、あるいは、再配置

をしていくということについては、やぶさかではないということでございます。 

その一つの基準となり得るのが複式学級の発生見込みであるというふうに私自身は私見として

述べているところでございまして、その解釈については、先ほど塩見議員がおっしゃいましたよ

うな解釈を、私自身はしていないというところでございます。 

この小学校の再配置、統廃合につきましては、教育委員会部局との協議が必要になってくるこ

とだというふうに思っておりますし、また、地元との協力が必要不可欠でございます。 

そうした大きな流れを見ながら、最終的な一致団結できる方向性を見出していきたいというふ

うに思っているところでございます。 

議  長（田博文） 塩見議員。 

１ ０ 番（塩見 晋） それではですね、与謝野町の教育委員会の基本方針で、我々が、昨年ですか、一

昨年ですか、いただいたものとは、ものの考え方とは変わってきとると、こういう認識でよろし

いんでしょうか。 

議  長（田博文） 山添町長。 

町  長（山添藤真） 先ほど申し上げましたように、私の小学校の統廃合、再配置に関する基本的な考

え方は、先ほど申し上げたとおりでございます。 

この認識が変わっているのか、変わっていないかの判断につきましては、私自身が判断すると

ころではないのかなというふうに思っておりまして、すなわち教育委員会部局、あるいは教育委

員会がどのように考えているのかというところに一つの判断基準があるのではないかなというふ
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うに思っているところでございます。 

議  長（田博文） 塩見議員。 

１ ０ 番（塩見 晋） それはちょっと理解できませんね。 

与謝野町教育委員会は、基本方針を出して、これは平成２７年７月５日に子ども・子育て会議

に諮問としてね、具体的な内容として三つほど出していますね。 

一つは、幼保再編を含む就学前教育・保育のあり方について、これは平成２５年度に結論を出

してほしい。それから、与謝野町子ども・子育て支援事業計画については、平成２６年度に結論

を出してほしい。 

学校の適正規模、適正配置に関する与謝野町教育委員会基本方針については、平成２７年３月

末までに協議の結果の答申を求めるということで、その子育て会議に諮問をしているわけです。

そのした諮問の内容が、教育委員会が出したものと違うというのは、この子育て会議の中で、そ

れが変わっていくというのは、これは当然、審議するわけですから、十分理解できるんですけど

も、町長の考えの中で、これが変わっていくんだったら、子育て会議のスケジュールによると、

９月の会合からは、学校の適正規模、適正配置のスケジュールがですよ、検討に入ることになっ

ておりますから、そのことについては、その子ども・子育て委員会のほうに、きちっとお伝えを

しないと、ちょっとそこにずれができるかなというふうに思うんですが、いかがでしょうか。 

議  長（田博文） 山添町長。 

町  長（山添藤真） 塩見議員がおっしゃっていることについての、何というんでしょう、私と教育委

員会部局との違いにつきましては、非常に、私、町長部局、そして、教育委員会部局との、ある

意味、整合性がどのように図れているのかというところだというふうに思うんですけれども、先

ほど私が申し上げた、平成３４年度を待たずに小学校の統廃合をしていくこともやぶさかではな

いということについては、教育委員会も同じようなことを思っているのではないかというふうに

推察をしております。 

議  長（田博文） 塩見議員。 

１ ０ 番（塩見 晋） それでは、この段階的なというのは、平成３４年までのことを段階的にというこ

とでおっしゃっているわけですか、その点いかがですか。 

議  長（田博文） 山添町長。 

町  長（山添藤真） そういうことでございます。 

議  長（田博文） 塩見議員。 

１ ０ 番（塩見 晋） そうなら、あまり紛らわしい言葉を使われると、これを普通の人が読むと、なか

なか、この文章ですね、所信表明の中の文章は、なかなかそうは理解しがたいということで、お

尋ねをしたわけで、わかりました。 

もう一つ、聞きかけた関係で聞きますが、それでは各地域で統合する小学校は、それは、当然、

地域のいろんな思いや、それによって、町側は平成３４年一斉という思いはあっても、それは確

かにずれることはあると思うんですけど、適正配置が、いわゆる町が思っているように完了する

まで、小学校は新しい小学校にはならないのか。それとも、今の計画どおり平成３４年で統合が

できるとこ、できんところがあっても、そこで新しい小学校になるのか、それはどっちですか。 

議  長（田博文） 山添町長。 
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町  長（山添藤真） ただいま塩見議員が、ご提案をしていらっしゃること、あるいは質問をされてい

ることにつきましては、私の一存では当然、決定できることではございません。今後、地元、教

育委員会との協議が必要なことであろうと、協議が必要なことでありますし、そうした協議をも

とに導かなければならないことであるというふうに思っておりますので、そうした点についての

私の答弁は差し控えていきたいというふうに思います。 

議  長（田博文） 塩見議員。 

１ ０ 番（塩見 晋） そうじゃないんですわ。私が聞いているのは、教育委員会の基本方針ということ

で出しておられるんですから、それが変わってしまっているのかどうかということなんです。 

というのは、前の説明では平成３４年に新しい小学校になって、そこで学校名も、みな変わっ

ていくんだと、こういうふうに説明を受けてますので、それが教育委員会の基本方針として出て

きて、そういう説明を受けているわけですから、これは、これからの協議で、どう変わっていく

かは、まだそれは別もんですよ。今の状態が、どうなんかということを、町長が、段階でいくと

か、いろんなことをおっしゃいますので、今の状態がどうなんかということを聞いているわけで

す。 

議  長（田博文） 山添町長。 

町  長（山添藤真） ただいま質問をいただいている件につきましては、私のみが答弁をしているとい

う状況ですので、一度、教育委員会のほうからの答弁も織りまぜながら対応していきたいという

ふうに思いますので、教育委員会部局のほうから答弁をさせます。 

議  長（田博文） 塩見教育長。 

教 育 長（塩見定生） 学校等の適正規模、適正配置につきましては、これまでにも町政懇談会等で町の

ですね、基本方針につきましては、教育の機会均等などに配慮した案での統合を基本としており

ながらも、一斉の統合には固執せず、子ども・子育て会議の意見をはじめ、地元の保護者の皆様

や、地域の方々のご意見を聞きながら、慎重に、かつ丁寧に進めてまいりたいと、このように考

えておりますので、委員が言われたとおりですね、整理ができる段階で、平成３４年度に必ず一

斉にということではなくて、整理ができたところから進めていけばいいんではないかなというこ

とを考えておりますけれども、特に強引にとかいうことではなくて、地元の方々のご意見を聞い

た上で判断してまいりたいと、このように考えております。以上でございます。 

議  長（田博文） 塩見議員。 

１ ０ 番（塩見 晋） 教育長に質問してもよろしいか。町長、回ってですか。 

議  長（田博文） 町長に質問して、町長が答えられなんだら振ってください。 

１ ０ 番（塩見 晋） では、今の教育長の答弁について、私が理解を深めておく意味でお尋ねします。 

一斉に合併をするというのは、あくまでも、これそのときの目的、こういう形でやるという、

大枠の目的であって、それが必ずできるとか、そういくとか、そんなわけにはいきません、やっ

ぱり地元の問題もあり、いろんなことがあって、それは当然無理です。無理ですが、それでは新

しい小学校は、いつから発足することになるのか。 

我々が今まで聞いてきた説明では、平成３４年度から新しい小学校になるというのが基本で聞

いてきておったわけですけども、そこはいかがなんでしょうか。 

議  長（田博文） 山添町長。 
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町  長（山添藤真） 教育委員会部局のほうから答弁をさせます。 

議  長（田博文） 小池教育次長。 

教育次長（小池信助） 失礼いたします。私のほうから、答弁をさせていただきたいというふうに思いま

す。 

教育委員会の方針としましては、塩見議員おっしゃるとおりで、基本的には、タイミングとし

まして全部が統合できる平成３４年度ということで考えています。この考えのもとに、子ども・

子育て会議に対しましても諮問を行っていると、これは全然変わりません。ただ、その方針の中

で変更は１回を超えないという文言を書いておりまして、これが以前にも説明させていただいた

ように、その平成３４年度を待たずに統合ができると、これは柔軟に対応をさせていただくと、

特に複式学級ですとか、そうした状況変化によりまして地元から必要な声が上がったりとかいう

ことに対しては丁寧に対応させていただくという考えでございます。 

議  長（田博文） 塩見議員。 

１ ０ 番（塩見 晋） それでですね、子ども・子育て会議の中での審議は除くとしまして、今のところ

は平成３４年度から新しい統合した小学校になると。たとえ、野田川でいえば全部が統合できな

くても、そういう形になると、こういうことでよろしいんでしょうか。 

議  長（田博文） 山添町長。 

町  長（山添藤真） それでは、引き続き教育部局のほうから答弁をさせます。 

議  長（田博文） 小池教育次長。 

教育次長（小池信助） 私からお答えさせていただきます。その予定にしております。あくまでも、これ

は教育委員会の方針であり、前町長のもとで、町の方針として一応、そういう方向でやっていく

ということでございまして、それを子ども・子育て会議のほうに、今、諮問をしていただいてい

るということで、議員からもおっしゃいましたように、その間によっては、いろんな議論がござ

いますので、そうした協議、意見を踏まえた上で、また、方針に変更が必要であれば、その後、

考えていきたいと。今の現時点では、その方針については変わりません。 

議  長（田博文） 塩見議員。 

１ ０ 番（塩見 晋） 理解をいたしました。 

それでは、次に、二つ目の織物業の振興策について、２回目の質問をしたいと思います。 

町長もおっしゃったように、非常に私も、そう認識しているんですけども、織物業、伝統産業

といいながら、実態は非常にもう疲弊して、どうともやっていけんというのが現状でして、そう

いう中で京都府や町の補助をいただきながら、何とか耐え忍んでいっておるということで、その

中で、先ほどおっしゃった中で織物振興事業、修理や指導に、町のほうが助成をして下支えを、

現場の下支えをしているということでありましたが、この制度が、よく考えると商工会の会員以

外は適用されないんです。 

観光でもそうなんですけれども、商工会も恐らく全部の機屋さんの、商工会に入っておられる

のは７割、多くて８割かなというふうに思いますし、丹後織物工業組合に限っては、大体６割ぐ

らいです、組合の加入がね。そんだけ未加入の方が多い、これは未加入の方が悪いんじゃなくて、

余りにも、もう収入が少ないので、やっぱり年間１万円近く払ったりすることが、自分が、それ

を利用するとこからいくと、どうしても負担になるということで、会員外になっておられるんで
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すけども、そういう中で、この織物振興事業の織物技術指導というのは、そういう部分でね、

２割から３割の方が利用できないと、こういう状況になっているのが実態なんです。それは商工

会に入ればいいじゃないかということにはなるんですが、なかなかそこが難しいとこで、ここの

部分の何か手当ができる方法がないかなと、そういうことは考えていただけないかというふうに

思うわけですが、いかがでしょうか。 

議  長（田博文） 山添町長。 

町  長（山添藤真） ただいまの塩見議員のご提案は、一つの重要な提案として受けとめておきたいと

いうふうに思います。 

議  長（田博文） 塩見議員。 

１ ０ 番（塩見 晋） それから、現行の補助制度と、新しい補助制度ということについてお尋ねしまし

た。 

京都府の、今年ありました伝統産業基盤整備支援事業というのがありまして、織物製品になる

までの多くの工程に使用する設備や諸道具の老朽化と、部品の枯渇が、事業継続の危機につなが

っているとの観点から、伝統産業の事業をしっかり支える補助制度ができて、丹後でも多くの事

業が平成２６年度では採択されまして、ざっと３，６００万円ほどの補助金が入っているという

ふうに聞いております。 

これがですね、京丹後市では与謝野町の革新事業補助金と、与謝野町は１年早かったわけで、

京丹後は１年おくれていた関係で、今年度、両方がですね、京丹後の革新的なとこ、いわゆるダ

イレクトジャカードの補助金も使え、京都府の補助金も使えというのが、今年度そういう形にな

ったわけです。それではっきり言えば、６０％の補助を受けて、革新的な機械が入れれた状況に

なっとるわけです。 

もう少し説明しますと、京丹後では平成２４年、平成２５年度の今までしてきた２年間で、そ

の更新があったんが１３５台です。ところが、平成２６年度は、もう既に１００台を超す申し込

みがあって、８０数台が実施したというふうに聞いてますけども、１００台を超えるような申し

込みがあったということを聞いております。 

というのは、やっぱり６割の補助があるから、何とか今、やりたい、今後、織物業を続けてい

く上で、ぜひ今やっておきたいという、そういう思いが非常に多くて、そういう数になったかと

思うんですが、先ほどおっしゃいましたように、京都府に、この制度は来年度も引き続きやって

もらえるように要望書も出したということを、先ほどお聞きしました。 

そういう中で、与謝野町も、１年間ブランクはありますけども、こういう制度を、もう一度ま

た、考えてもらいまして、何とか頑張って生き残っていこうかなという機屋さんに、両方の、こ

うした補助金が上手に使えたら、これはまた、これで非常にありがたいことだなと、同じ織物業

をなりわいとしておりまして、私も、そう感じますし、来年度の予算で、ぜひ、ここら辺の配慮

もしていただきたいなというふうに思うわけですが、これについて、町長、いかがでしょう。 

議  長（田博文） 山添町長。 

町  長（山添藤真） 塩見議員が先ほどご紹介をされました京丹後市の事例、つまり京丹後市、そして、

京都府の補助金や助成金を使いながら新しい織機を、６０％の補助をもらいながら入れることが

できるということについては、私自身も、その現状について、詳細を把握しておりませんので、
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そうしたことが可能であるかどうかも含めまして検討してまいりたいというふうに思います。 

議  長（田博文） 塩見議員。 

１ ０ 番（塩見 晋） それでは、最後に家内労働法による最低工賃改正の対応についてお尋ねしたいと

思います。 

この件についても、６月の定例会の一般質問で少し触れましたが、先ほど、どういうものかと

いうことは、町長のほうから説明を受けましたので、簡単に済ませますが、要するに原材料を委

託者からいただいて、家で加工して、また、お返しして、その工賃を受け取るということで、状

態として他人を使用しない、いわゆる家族で仕事をするというような状況のものが、この丹後の

織物業界で、もう数十年前ですけども、そういうことに加入してやり始めたということで、京都

府では、これがあるのは二つの団体で、もう一つは南のほうだと思いますが、紙加工製造業とい

うふうなところで、こういうことが起きているようですけども、丹工が１，０００人以上の会員

規模で、こういうことをやっているというのは、飛び抜けて大きい団体のようであります。 

そういうわけで、これの説明会が、今までずっと労働局が丹後に来て委託者、それから、いわ

ゆるちりめんの親機、組合、それから我々、賃加工業者、いろいろと説明をしながら、やっぱり

皆さんに、このことを周知してやっていきたいということで説明会がありまして、８月５日に丹

工で、労働局の幹部の方が来られて説明会がありました。私も行ってきました。 

労働局は、皆さんの申し出で最低工賃の改正をしたのですから、皆さんで守ってください。は

っきり言えば、そういうスタンスです。 

そういう中で、いろんな意見はいっぱい出てたんですけども、一番極めつけは１３年前に、今

まだしている最低工賃のほうが決められた、それすら、いまだに守られていないと、みなそれ以

下の最低工賃で、ほとんどが仕事をしていると、そういう現状の中で、今回、３７．４％ですか、

平均して。それを、工賃を改定して本当に上げれるのかと、そういう中で労働局は、どういうス

タンスなんだというふうなことがありまして、この家内労働法の中には、最後のほうですが、罰

則規定もありまして、それに従わなければ罰金を払わんなんです。罰金は５，０００円ですが、

何か法令の改正で２万円以下はみな５，０００円になるとかいう話ですけども、そういうものも

あるんですが、そういうところの意見が出ても、それをすると業者さん、委託者に前科がつくか

ら、なるべく指導程度でとどめたいと、皆さんで守ってくださいと、大体、もうこういうような

感じで、私から見ると、あんまり乗り気ではなかったんですが。 

そういうことを踏まえてですね、それではプレス発表の中で、労働局が発表した中には京都労

働局、西陣織物工業組合、丹後織物工業組合、関係自治体が連携を図り、委託者及び家内労働者

に対する十分な周知を図るため、発行日を平成２６年１０月１日としたというふうな発表をして

いるんですけども、与謝野町に対しては、労働局から、どのような働きかけがあって、与謝野町

はこのことについて、どんなことが実際にできるのか、そのことについてお尋ねをしたいと思い

ます。 

議  長（田博文） 山添町長。 

町  長（山添藤真） ただいま塩見議員がお尋ねの京都労働局のほうから、当町に対しまして、どのよ

うな指導、あるいは要求があったのかにつきましては、商工観光課のほうからお答えさせていた

だきます。 
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議  長（田博文） 小室商工観光課長。 

商工観光課長（小室光秀） 失礼いたします。商工観光課のほうから答弁をさせていただきます。 

先ほどの京都労働局からの意見調整という部分になりますが、経過を申し上げますと８月５日、

これにつきましては、議員ご指摘のとおり丹後織物工業組合のほうで、こういった関係者の説明

会がございました。午前、午後と先物関係、また、白生地関係と、その部門に分けて説明会がご

ざいまして、私どもの課のほうにおきましてもですね、担当者を２名、それぞれ派遣をさせてい

ただいております。 

その関係につきましては、既に部内の共有化を図ったということでございますが、その後の京

都労働局のほうとの行政間との調整、これについては現在、向こうのほうから、私どものほうに

意見が参っておるということはございません。 

議  長（田博文） 塩見議員。 

１ ０ 番（塩見 晋） はい、わかりました。説明会があるということで、商工観光課のほうは行ったけ

れども、その後は何もないということのようです。 

先ほども少し不足めいたことを労働局に対して言いましたけども、大体そういうスタンスなん

です。与謝野町は、ホームページを見てみますと、このことについて、改正されましたというこ

とは載せてもらっておりまして、労働局へのリンクも張っていただいておりますけれども、僕は、

こうして、幾ら言っても、はっきりと言って与謝野町は、このことについては何ができるかと言

えば、何もできないと思います。 

ただ、できないんですけれども、それで、ほんなら終わらせるんじゃなしに、やはりいろんな

面でですね、工賃がもらえてないという人は、なかなか自分の口から言い出しにくい、また、行

くと、やっぱり自分の名前を聞かれます。聞かれると大体、その委託者のほうが、あれが言うた

なということは大体わかってくるようなパターンになっておりまして、いろんな町民の中の、い

ろんな、この思いや、そういうことをですね、何もできなくても、やっぱり与謝野町として受け

とめて、伝えるようなことはできると思いますので、注視を、６月の定例会でもお願いしたんで

すが、しっかりこのことについては、注視をしとっていただきたい。あとは、それはもう経済の

問題ですから、自分たちのことですけれども、やっぱりそういういろんな苦情とか申し出があれ

ば、やっぱりそれはつないでもらうというふうなことで注視をしていただきたいと、このように

思いますが、いかがでしょうか。 

議  長（田博文） 山添町長。 

町  長（山添藤真） 塩見議員が、この一般質問の中でおっしゃったことというのは、この当町にとっ

ては非常に重要なことであろうというふうに思っております。織物業界の現状というのは、非常

に厳しい、そして、従事をされていらっしゃる方の多くが、先ほど塩見議員が、ご紹介をされた、

糸をもらって、指示どおりに織っていくというような作業の工程を踏んでいらっしゃいます。 

そうした方々を、法のもとにしっかりと守っていくといいますか、労働者としての権利をしっ

かりと掌握できるように、私どもも務めてまいりたいというふうに思っております。 

議  長（田博文） 塩見議員。 

１ ０ 番（塩見 晋） 長々とたくさん申しましたが、よろしくお願いします。質問を終わります。 

議  長（田博文） これで、塩見晋議員の一般質問を終わります。 
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ここで昼食のため休憩します。 

午後１時３０分に再開します。 

（休憩 午前１１時５４分） 

（再開 午後 １時３０分） 

議  長（田博文） 休憩を閉じ、休憩前に引き続き一般質問を続行します。 

次に、４番、渡貫治議員の一般質問を許します。 

渡議員。 

４  番（渡貫治） 議長のお許しが出ましたので、一般質問通告書に従って、お聞きします。 

件名、教育振興対策について、答弁者は教育長であります。 

一つ目、新しく教育長になられました、当町における教育をどのように認識し、その向上を教

育委員会で論議し、具体的に、どう講じていかれるのか。 

二つ目、町配布の学校・保育所の再編の中で、学校・保育所の再編についての冊子であります。 

学校等の再配置計画、検討委員会提言との比較で、検討委員会提言に対して加悦中学校と江陽

中学校を統合し、１中学校とする必要があると教育委員会方針が示されております。ここの部分

であります。なのに、今、加悦中学校改修工事が求められています。一つの中学校にすると方針

が示されているのに、なぜ必要なのか、教育長にお伺いするものであります。 

文部科学省に考える小中高一貫教育、その中での中高一貫教育の導入の目的が示されており、

学校制度として６年間を通した異年齢の生徒が学校生活を送り、６年間の計画的、継続的な教育

指導生活を送り、６年間の計画的、継続的な教育指導を行う仕組みを整え、より生徒の個性を伸

ばす教育を展開するようにする必要を考えたための中高一貫教育を選択的に導入することになっ

たとあります。 

教育委員会方針の一つの学校にするを、加悦谷高等学校を中心にして小中高一貫教育が教育の

森としてなされればと、醸成に値するものと考えお伺いするものでございます。 

最初の質問でございます。 

議  長（田博文） 答弁を求めます。 

塩見教育長。 

教 育 長（塩見定生） 渡議員のご質問の「教育振興対策について」の一つ目、教育長は、当町の教育

をどのように認識し、推進していきたいのかについて、お答えしたいと思います。 

今日、高度情報化、そして、少子高齢化などの進展に伴いまして、激しく社会が変化しており

ます。そうした中で子供たちにも影響を与えておりまして、学力の低下をはじめ、いじめ、不登

校、そして、児童虐待などが社会問題化しております。こうした状況は京都府、そして与謝野町

におきましても、同様の傾向が見られます。当町におきましては、「知・徳・体」のバランスの

とれた人格の形成を目指し、地域の持つ豊かな自然、歴史、文化、産業、そして、人材等を生か

した「与謝野町ならではの教育」を学校教育や社会教育において推進してまいりたいと、このよ

うに考えております。具体的には、古墳公園やちりめん街道など、多くの史跡、文化資源を活用

するとともに、「俳句」による人づくり・まちづくりを展開していきたいと、このように考えて

います。 

とりわけ学校教育におきましては、人権教育を教育の基盤に据え、教育活動全体を通じて浸透
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させまして、いじめや差別のない安心・安全な学級づくりを重点に取り組みたいと、このように

考えています。こうした取り組みが、ひいては安心・安全な学校づくりへとつながり、児童・生

徒が生き生きと学習や運動に励み、「この学校で学んでよかった」と実感できるものになると考

えております。 

具体的には、よりよい学校生活と友達づくりのためのアンケート、これをですね、「Ｑ－Ｕ心

理アンケート」というものがございまして、別名（学校生活満足度調査）、こういうものを児

童・生徒を対象に実施しています。また、その結果についての分析・検証を行うに当たって、よ

り深く分析できるように、そして、教師個々の能力に頼るだけではなく、学校全体の組織による

取り組みを展開できるように「Ｑ－Ｕ心理アンケート」に特化した教職員研修を行っているとこ

ろでございます。 

また、規範意識の低下が指摘される中、児童・生徒の言動や善悪の判断基準が気になるところ

でございます。法をはじめ実生活や学校生活におけるルールや決まりについて考えさせ、正しく

行動に移す能力の育成を通して、規範意識の醸成を図ってまいりたいと考えております。しかし、

子供の育成は、学校だけでは困難であります。ＰＴＡをはじめ関係団体、さらには地域社会全体

で、町の宝であります子供を守り、育てる機運の醸成を図る努力をしてまいりたいと考えており

ますので、議員の皆様をはじめ、全ての町民の皆様に対し、社会総がかりでの取り組みについて、

ご理解とご協力をいただきますようお願い申し上げます 

一方、社会教育におきましては、人生８０年、９０年時代を迎え、ますます生涯学習の重要性

が指摘されています。そこで、当町におきましても、地域活性化の原動力は公民館活動にあると

考え、公民館活動のさらなる活性化に努めてまいりたいと考えています。とりわけ少子高齢化や

過疎化が進展する中で、地域の絆づくりが何よりも重要であり、その拠点となりますのが公民館

であると考えています。地域住民にとって、くつろぎ、語らう場、生きがいの場、そして、ふれ

あいの場である公民館を一層魅力あるものにし、与謝野町に暮らしてよかったと言えるものにし

ていきたいと、このように考えております。 

次に、ご質問の２点目、加悦中学校と江陽中学校を統合する方針が示されている中で、府立加

悦谷高等学校を小中高一貫教育を行う教育の森にしてはとのご提案について、お答えしたいと思

います。まず、加悦中学校と江陽中学校の統合につきましては、さきにお示しいたしました教育

委員会の学校等の適正規模、適正配置に関する基本方針の中で、少子化傾向を踏まえると将来的

には一つの中学校とする必要があるとしていますが、相当、先の計画方針であり、具体的な期日

はお示ししておりませんので、この点はご承知おきくださいますようお願い申し上げます。 

そこで、議員ご提案の加悦谷高等学校を利用して小中高一貫教育を実施してはとのことですが、

まずは、教育委員会として、こうした一貫教育を取り入れていくのか否かということから、検討

を進めていかなければなりませんので、現時点では、明言を避けたいと、このように考えており

ます。確かに、全国では小中一貫教育や中高一貫教育など、先進的な取り組みが進められてきて

おり、文部科学省でも、小中一貫教育についての特別部会を設けられるなど、具体的な検討が進

められております。 

しかしながら、六・三・三制の抜本的な見直しを進めるまでには至らず、選択肢の一つとして

進められていることから、今の状況では、混乱を助長する制度となる可能性も秘めていると考え
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ております。議員もご存じのとおり小１プロブレム、中１ギャップと言われておりますが、幼稚

園から小学校へ、小学校から中学校へと移り変わる環境の変化に、学級や学校、児童や生徒にな

じめず、学力低下や不登校など、さまざまな問題を抱える子供がふえてきており、こうした課題

を解消する施策の一つとして、一貫教育が取り組まれておりますが、まだまだ、研究・検証を重

ねる必要があると思いますので、拙速に一貫教育を進めるということは時期尚早ではないかと考

えております。 

さらに、加悦谷高等学校は府立高校であり町教育委員会に管理権限がありませんので、その点

からも、現時点では、非常に難しいご提案ではないかなと考えています。ただ、少子化等々を考

えますと、将来的にはよいご提案ではないかというふうに思っております。 

以上で、渡議員への答弁とさせていただきます。 

議  長（田博文） 渡議員。 

４  番（渡貫治） 改めて教育長にお聞きいたします。 

文部科学省が考える中高一貫教育立地形態は以下の三つであります。学校教育法改正、平成

１１年４月より中等教育学校。２共設型の中学校、高等学校。３連携型の中学校、高等学校であ

り、連携型の中学校、高等学校とは既設の中学校と高等学校が教育課程の編成、教員や生徒間の

交流等で連携し、中高一貫教育を実施するものであります。 

京都府内におかれましては、府立洛北高等学校、洛北中学校、府立園部高等学校、園部中学校、

府立福知山高等学校、附属中学校で当年９月１日に設置され、来年４月、府内３校目の府立中高

一貫校で開校する予定となっております。 

兵庫県におかれましても、兵庫県立氷上高等学校定員、一学年４０名であります。山間部にあ

る小規模校であり、近年、定員割れが続いたために存続が検討された結果、丹波に根差し明日の

丹波を担う生徒を育成する理念のもと、丹波市立青垣中学校、氷上中学校の連携型中高一貫校と

して平成２４年度より導入することになったとあります。 

都道府県が中高一貫教育を行うために市町村立中学校施設と都道府県立高等学校を互いに使う

ことは可能であり、（国庫補助金を受けて整備された学校の場合、市町村において補助金等によ

る予算の執行の適正化に関する法律）などにも基づいていると考えます。 

加悦中学校と江陽中学校を統合し、一貫中学校とする必要がある教育委員会方針は、加悦谷高

等学校と中高一貫教育が可能であると考え、よって、加悦谷高等学校の空き校舎、空き教室を使

用し、直ちに一貫教育にするために府教育委員会と与謝野町教育委員会行政部局は協議すべきだ

と考えます。 

中高一貫校連携型を提案させていただく根底には、加悦中学校改修費当初予算１７億円ほどと

お聞きし、今回の入札の流れもあり、２０億円ほどになると予想しています。当初予算より大き

く変わるのは与謝野町財政規模から見て、到底容認できるものではありません。よって、加悦谷

高等学校空き教室、空き校舎を利用し、教育の森、中高一貫教育を目指すことは理になかったも

のと考えております。 

小中高一貫教育をするために教育長の指示のもと、与謝野町教育委員会、行政部局、町部局は

府教育委員会と協議に入るべきだと考え、加悦中学校工事改修に対しての対案を出し、教育長に

お伺いするものでございます。 
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議  長（田博文） 塩見教育長。 

教 育 長（塩見定生） お答えいたします。今、議員のご提案につきましては、府立高等学校の場合の中

高一貫校は何校かふえまして、来年度から福知山高校にも府立中学校が設立され高等学校という

ことになっておりますけれども、そこも京都府教育委員会の中での話は来ておりますので、そこ

で設立されたものというふうに思っておりますので、私どもが勝手に言うことはできないなとい

うふうには思っておりますが、これから、まだまだ、一貫校が本当にどうなのかというものを十

分研究、検証していく必要があるんではないかなというふうに考えておりますので、今現在も小

中では連携教育をですね、中学校区を基本として連携教育を進めておりますので、それは問題な

いなというふうに思っておりますけど、同じ建物に小中高が入って、実施しているということに

ついては、まだまだ、いろんなことから研究、検証していく必要があろうかなというふうに考え

ておりますので、現時点ではお許しいただきたいというふうに思っております。 

議  長（田博文） 渡議員。 

４  番（渡貫治） はい、終わります。 

議  長（田博文） これで、渡貫治議員の一般質問を終わります。 

次に、１番、髙岡伸明議員の一般質問を許します。 

髙岡議員。 

１  番（髙岡伸明） 皆さん、こんにちは。 

日本共産党、髙岡伸明です。事前通告に基づき子供の医療費無料化、高齢者の医療費無料化、

国保税の徴収について、一般質問を行います。 

最初に、子供の医療費無料化について、質問します。子供の笑顔は家族や地域の光ではないで

しょうか。子育て世代は仕事と子育てに一生懸命です。子供の健康で健やかな成長は、親の心か

らの願いであるとともに、その町や地域の願いではないでしょうか。しかし、その環境は厳しく

なるばかりです。この４月から消費税８％の増税、相次ぐガソリンや食料品の値上げは子育て世

代の生活までも直撃しています。仕事といえばパートや派遣社員など、非正規雇用が増大し、サ

ービス残業、長時間労働など、不規則な生活が強いられ、暮らしの格差が拡大し貧困社会が広が

り、子供の貧困化が一段と進んでいます。それに加えて、子供は病気にかかりやすく、アレルギ

ー疾患や感染症など、医者通いも頻繁となり、医療費など、出費もかさむ中、子供の医療費無料

化は重要な意味を持っています。 

不安をなくし、安心・安全な町をつくることは子育て支援の大きな力となり、緊急に求められ

ている少子化対策の有効な手段になるのではないでしょうか。子供の医療費助成は入院費、通院

費、ともに京都府下２６市町村のうち井手町など１０市町村が中学校まで、そのうち南丹市、伊

根町においては、高校まで医療費助成を実施しています。伊根町においては、窓口負担金までゼ

ロ円です。このように全府下的自治体と府民的な世論に押され、４月の知事選挙を前後して山田

知事は、子供医療費負担を軽減する子育て支援医療制度の中学校までの対象拡大を言わざるを得

なくなりました。与謝野町の子供医療は、ゼロ歳から中学生までで約６，３００万円かかってい

るようです。そのうち中学生の医療費は、約９００万円と言われていますが、京都府が中学校ま

での医療費無料の拡大を実施した場合は、約９００万円の医療費は浮いてくることになります。

その分を活用し、与謝野町においては、高校生までに補充することも可能ではないかと考えます。 
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山田知事も選挙公約に挙げられている以上、実現は速やかに行われるのではないかと思います。

また、世界的に見たとき、欧州など先進諸国では、子供たちだけでなく、全国民の医療費は無料

化への流れとなっており、世界第３位という経済大国である日本の異常なおくれが、ここにも見

ることができます。 

子供たちの成長を願い、子育て世代を励まし、安心して医療が受けられるように医療費助成の

対象年齢を高校卒業まで助成するとともに、入院費、通院費ともに無料とすることは保護者の願

い、町民の願いではないかと考えます。現在、与謝野町の子供の医療費は京都府下の先陣を切り

中学校卒業まで窓口負担は２００円ですが、無料になっていません。与謝野町においても伊根町

が実施しておられる高校生までの医療費無料を実施すべきだと考えます。 

次に、高齢者の医療費無料化について質問します。高齢者が安心して暮らせる町をつくること

は、大切なことではないでしょうか。６０歳以上の高齢者は全国で３，０００万人に上っていま

す。戦前、戦中、戦後の苦難の時代を身を粉にして働き続け、家族と社会のために尽くしてきた

人たちです。高齢者が安心して暮らせる町をつくることは政治の重要な責務ではないでしょうか。

２０１１年、国民生活基礎調査によりますと、日本の高齢者世帯は年収２００万円以下の世帯が

４０．５％、年収１００万円未満の世帯も１３．９％に上ります。国民年金だけを受給している

人の年金の平均額は月４万９，０００円、また、生活保護受給者の４０％以上が高齢者であり、

自殺者が占める割合も日本は世界のトップクラスです。優遇どころか、高齢者の貧困、生活破壊

が社会の大問題となっています。高齢者は多年にわたり社会の進展に寄与してきた者、豊富な知

識と経験を有する者として敬愛されるとともに、生きがいを持てる健全な安らかな生活を保障さ

れると老人福祉法に明記されています。 

また、後期高齢者医療制度は国民を年齢で区切り、高齢者を別枠の医療保険に強制的に囲い込

んで負担増と差別を押しつける悪法です。２００８年の制度導入後、既に３回にわたる保険料値

上げが強行されました。２００９年の総選挙で、この後期高齢者医療制度の廃止を公約した民主

党も政権につくと、その公約を投げ捨て、国民の願いを踏みにじってきました。復活した自公政

権のもと、際限のない保険料の値上げと差別医療の推進という、この制度の害悪が高齢者、国民

に本格的に襲いかかろうとしています。 

医療費の重過ぎる窓口負担に多くの高齢者が悲鳴を上げています。ところが、国は７０歳から

７４歳までの窓口負担を２割に引き上げました。欧州諸国など先進諸国では、窓口負担は無料、

または少額の定額制です。日本でも岩手県沢内村で始まった老人医療費無料化制度が全国に広が

り、１９７３年から１９８３年まで国の制度として実現したという歴史を持っています。現在、

６９歳までの方の医療費窓口の負担は３割です。老人医療助成制度（マル老）は京都府独自の医

療助成制度で、６５歳から６９歳までの所得税非課税世帯などを対象に医療費の窓口負担を１割

にする制度です。ことし４月から７０歳以上の方から窓口負担は１割を２割に引き上げました。

しかし、京都では老人医療助成制度を、知事選挙による府民の皆さんの声によって、７０歳まで

の制度として拡充されました。 

年金が減り、消費税や諸物価が上がり医療費の窓口３割の支払いは本当に大きな負担となって

います。京都府では老人医療助成制度（マル老）の廃止も含め、見直しが検討されていると聞い

ていますが、現状は、どういう状況になっているのでしょうか。 
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最後になりますが、国保税の徴収について、質問します。納税は国民の義務として当然だと思

っています。払うお金があるのにもかかわらず、払わないのはよくないと思っています。しかし、

どうしても払えないような収入の人に画一的に払いを迫るのはよくないと思います。京都府下で

は２０１０年１月より京都税機構による国保税などの取り立てが行われています。高過ぎて払え

ない国民健康保険の滞納に対する無慈悲な取り立て、差し押さえは問題ではないでしょうか。こ

の５年間で全国でも２倍の急増ですが、京都では、その上をいく４倍の激増です。増加率は全国

ワースト２位です。この与謝野町においても例外ではなく、私が相談を受けた住民の場合も京都

税機構による容赦のない差し押さえがあり、突然４人の人間が家の中に入り込み、タンスなど、

引き出しなどをかき回し、貴金属数点と車を持ち帰ったということが行われています。納税者の

実情を無視した取り立ては、町民の生活をますます苦しめるものではないでしょうか。このよう

なことが行われていることを町長は、ご存じでしょうか。町長の所信表明の重点政策の中にあり

ます「水・緑・空 笑顔かがやくふれあいのまち」の実現は、できないのではないでしょうか。 

これで１回目の質問、終わります。 

議  長（田博文） 答弁を求めます。 

山添町長。 

町  長（山添藤真） それでは、髙岡議員ご質問の１点目、医療費の無料化につきまして、お答えをい

たします。 

まず、１点目の子供の医療費無料化についてのお尋ねでございますが、現在、与謝野町では、

与謝野町子育て支援医療費の支給に関する条例及び同条例施行規則を設けて、医療機関での窓口

負担が、中学校卒業までの入院、外来とも一医療機関、１カ月２００円で受診をしていただける

医療費の助成を行っています。 

ご質問の山田知事が、子供の医療費負担を軽減する子育て支援医療助成制度の中学生までの対

象拡大を言っていますとのことですが、このことは、府内市町村が実施をしている子育て支援医

療助成事業に係る補助対象を現在の小学生までのところを、中学校卒業まで拡充するというもの

で、当町では既に単費で中学生にかかる入院、外来の医療費につきましては、先ほど申し上げま

したように内容の助成を行っておりますので、府制度が拡充をされますと、これまでの中学生医

療費の助成に係る町の持ち出しが少なくなり、町といたしましては歓迎するべきことであると考

えております。なお、当町と同様に中学生まで制度拡充をしている市町村数は、平成２６年４月

１日現在で、入院で１５市町村、外来で１１市町村という状況でございます。また、伊根町は高

校生までの医療費無料が実施をされている。与謝野町においても高校生までの医療費無料化を実

現するべきではないかとのご提案ですが、本年４月１日現在で、高校生まで拡充をしている市町

村は、入院、外来ともに２市町のみで、このうち入院、外来ともに無料化を実施をしているのは

伊根町のみとなっております。 

対象を高校生まで拡充するということは、財政的にも大きな負担を伴いますので、現時点にお

いては拡充をすることは考えておりません。 

２点目の高齢者医療費の無料についてのお尋ねでございますが、京都府では老人医療助成制度

の廃止も検討されていると聞くが、どういう内容で、現状はどうなのかについてお答えをいたし

ます。現時点では、老人医療制度が廃止をされるということは、京都府からも、近隣の市町村か
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らも聞いておりません。京都府の老人医療助成制度につきましては、子育て支援医療助成制度と

同様に、府内市町村が条例を設けて実施をしている６５歳から７０歳未満の高齢者を対象とする

医療費の助成事業でありまして、老人医療制度の受給資格を有する方につきましては、医療機関

での窓口負担が３割から１割になり、医療費の助成経費につきましても、当町の場合ですと３分

の２の補助率により補助金の交付を受けているものでございます。 

なお、制度の見直しに関しては、本年８月８日に高齢者医療に係る懇談会が開催をされ、議題

としても、老人医療助成制度の見直しについてが取り上げられており、懇談会では、今後、京都

府において検討会議が開催をされ、市町村の意見を聞きながら年内に見直し案をまとめることが

確認をされましたので、何かしらの制度改正が行われることは事実でございますが、具体的な内

容につきましては、現時点では示されていないのが現状であります。 

次に、ご質問の２番目、国保税の徴収についてをお答えいたします。京都地方税機構により実

情を無視した差し押さえがされているとのことですが、議員が、ご相談を受けられた方の詳細は

わかりませんけれども、一般的には京都地方税機構において実情を無視したような差し押さえが

行われていることとは考えておりません。 

町で把握をしている限りでは、京都地方税機構においては、まず、滞納をされている人に対し、

催告書など、書面にて納付や納税相談を呼びかけた上で、催告書などに記した期日までに、納付

や納付相談がない場合には、財産調査を行った上で処分可能な財産があれば、差し押さえなどの

滞納処分を行っています。 

また、税機構においては、納税相談を受けた際に、生活の実情も聞いた上で対応をしていただ

いていると思っておりますし、再三の催告書などの文書連絡にもかかわらず、連絡がなく聞き取

りができない場合、所得申告がないなどの理由で生活実態などがつかめないような方については、

税機構の担当職員より保健課や税務課のほうに電話による問い合わせがよくあり、対象者の生活

実態の把握には十分配慮されているものと考えております。 

また、議員ご指摘のように、京都地方税機構に滞納税の徴収を移管した、平成２２年度以降で、

与謝野町においても差し押さえ件数は大きく伸びていることは事実でございます。これについて

は、徴収の専門である京都地方税機構において、今まで町ではできなかった細かな内容まで財産

調査を行い、払えるのに払わないといった方に対し適切な処分を行った結果であると考えており

ます。 

また、税機構でしっかりとした財産調査をした結果として、収入も少なく財産もないような方

については、差し押さえなどの処分を行った場合、生活を困窮させるおそれがあるため、滞納処

分の執行停止を行っており、この執行停止件数も税機構に移管後、大きくふえており、そういっ

た点からも生活実態を勘案した適切な処理がなされていると考えております。したがいまして、

差し押さえ件数が伸びていることが、実情を無視した差し押さえの結果であるとは考えておりま

せん。国保税に限らず全ての町税について、納税者の９割以上の方が納期内納付をしていただい

ております。この納期内納付をしていただいている方々についても、現在の大変厳しい経済状況

の中で、税金だけはといった思いの中で納税をいただいている方がほとんどであると考えており

ます。 

町として、差し押さえという行為を一くくりにして、全てを肯定するというものではございま
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せんが、厳しい経済状況の中で９割以上の方々が納期内納付をしていただいている中、税を滞納

しておられる方で自主納付も納付相談もしていただけない方については、財産調査を行い、処分

可能な財産があった場合には、差し押さえなどの滞納処分も必要と考えますし、仮に財産調査の

結果、処分可能な財産があるにもかかわらず差し押さえを行わないようなことがあれば、納期内

納付をしていただいている方々の納得が得られないのではないかというふうに考えます。 

以上で、髙岡議員への答弁とさせていただきます。 

議  長（田博文） 髙岡議員。 

１  番（髙岡伸明） それでは、子供医療の中学校までの無料化は、流れとして、この１０年を見ても

京都府下でも全国的に広がっており、子育て世代や保護者にとって切実な願いになっています。

小学校は確かに負担が多いと思いますが、中学校になると負担は少なくなると思っています。中

学生においては９００万円ほど、高校生になっても、それほど変わらないのではないかと思いま

す。 

町長が決断していただければ、すぐにでもできるのではないでしょうか。 

議  長（田博文） 山添町長。 

町  長（山添藤真） 子ども・子育て支援に対する財政措置に関しましては医療費だけではなく、教育

分野、さまざまな分野に広がっております。そうした中で優先事項を定めながら、政策を実行し

ていくのは、私の務めであるというふうに考えておりますが、先ほど、髙岡議員がご提案をいた

だきました高校生までの無料化については、現在、検討していないということでございます。 

議  長（田博文） 髙岡議員。 

１  番（髙岡伸明） それでは、続きまして、欧州など、先進諸国では医療費の無料化は基本的な流れ

になっています。町としても近年、所得のない高齢者が多くなる中、医療費無料化について考え

るべきではないでしょうか。 

議  長（田博文） 山添町長。 

町  長（山添藤真） 高齢者の方々に対する医療費の無料化、あるいは、それに伴います財源の措置に

つきましては、私ども一基礎自治体でできることは限られているのではないかというふうに考え

ております。 

先ほど、髙岡議員がご提案をいただきました欧州に関しましては、非常に高い税金で医療費が

無料であるというような背景がございますし、医療費を無料化していくということになりますと

社会構造全体にかかわってくる議論になるかなというふうに思っておりますので、先ほどの提案

につきましては、国での議論だろうと思っております。 

議  長（田博文） 髙岡議員。 

１  番（髙岡伸明） わかりました。それでは、せめて（マル老）の制度を続けるように、町としても

京都府に要望するべきではないでしょうか。お願いします。 

議  長（田博文） 山添町長。 

町  長（山添藤真） 先ほど、答弁で申し上げましたように、高齢者医療にかかる懇談会については、

開催をされ、また、協議内容についても詳細が詰められているというふうに考えておりますので、

そうした議論を受けて、町として、どういったことができるのかということを考えていきたいと

いうふうに思います。 
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議  長（田博文） 髙岡議員。 

１  番（髙岡伸明） それでは、少し長くなるんですが、先ほど、山添町長より答弁をいただきました

税金の取り立ての件でございますが、町長がおっしゃるようにやっていただいておれば問題ない

と思うんですが、私の相談を受けた我が町の住民は、不況の中で仕事が時々しかなく、毎月の収

入が安定せず、ぎりぎりの生活をしていました。そのために国保税を滞納し払えなくなってしま

いました。その滞納が京都税機構に回され、そこでの話し合いは月々２万円ずつ払うようにして

ほしいと、分割払いを申し出ましたが、税機構の担当者から一括返済でないとだめ、認められな

いと言われました。 

彼は、妻と家計の状況をわかってもらうため、家計の収支状況を紙に書いて渡した。そして、

月に２万円の支払いも厳しかったが、妻と頑張ろうと話し合い、２万円の分割でお願いしたいと

税機構の担当者にお願いしました。そしたら、税機構の担当者は、どうしても分割というなら毎

月４万円ずつ払ってください。そうしないと２年間で完済できないと言って、取り合ってくれな

かったようです。 

もし、毎月４万円支払うとなれば、未納分プラス、その月の支払い分があり、今月から給与の

全額を差し押さえると言われ、とてもじゃないが生活できないと思い、本人が親族や親戚に頼ん

でみるから１カ月待ってもらいたい。金の工面をしたができず、給与の全額を差し押さえられた

と、彼が語っていました。 

これが税機構の対応ですが、生活費でもある仕事の手間賃の全額を差し押さえることはできる

のでしょうか。お願いします。 

議  長（田博文） 山添町長。 

町  長（山添藤真） ただいま髙岡議員がご紹介をされた話というのは、よくわかりました。そうした

実態があるのかどうか、私自身、そこまでの詳細が報告を受けていないということが現状でござ

います。 

この現状を、さらにお伝えを、私のほうからはできないかなというふうに思いますので、担当

課のほうから伝えさせていただきたいと思います。 

議  長（田博文） 秋山税務課長。 

税務課長（秋山 誠） 税機構の関係でございますので、私のほうからお答えをさせていただきたいと思

います。 

今、髙岡議員のほうから質問がありました。個別の事案でございますが、私のほうからは個別

の事案についてのご答弁は差し控えをさせていただきまして、地方税機構一般的な、基本的な形

での徴収の内容につきまして、お答えをさせていただきたいと思います。 

これはご承知だと思うんですが、国税徴収法のほうで、いわゆる滞納者についての差し押さえ

の禁止条項がございます。簡単に言えば、要するに最低限の生活するだけの収入まで差し押さえ

ることはできないということが基本にあります。これはやはり、その方の収入状況、それから、

家族の状況、それから、その方の資産、財産等、それらを十分勘案した上で、それぞれ個別の対

応を行っている現状があります。当然、給料ですとか、賃金ですとか、そういうものにつきまし

ては生活費ということで基本的には差し押さえ禁止ということにはなっておりますが、それらの

金額、それから、本人の収入状況等によりまして、その一部については差し押さえ等できるとい
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うことになっておりますし、具体的なことはわかりませんけれども、税機構のほうで、そのあた

り、その方、その方、個別に応じた実態を的確に調査をした上で適切な金額の徴収、それから、

差し押さえという形を行っているのが現状でございます。 

議  長（田博文） 髙岡議員。 

１  番（髙岡伸明） そうしますと、本人が給与を全額差し押さえられたら生活ができないと、そう言

って訴えているのに、強引に差し押さえをしようというのは、まず、ひど過ぎるのではないか。

しかも担当者は全額差し押さえられたら、どうして生活すればいいのかと聞くと、私には関係な

い、そちらで考えてくれと、そういうふうに言われたそうです。そのような考えで、一生懸命分

割払いの努力をしているのに、納税者に寄り添っているとは思えませんが、いかがでしょうか。 

議  長（田博文） 山添町長。 

町  長（山添藤真） 先ほど、税務課長が申し上げましたように、京都税機構におきましても秩序のあ

る滞納整理、あるいは催告などが行われていると、私のほうは認識をしております。 

先ほど、髙岡議員がおっしゃられた、ご紹介をされました事案については、私のほうも個別の

事案ということで、意見を言うのを差し控えていきたいと思いますけれども、京都税機構は、恐

らく、その規則に従いながら適切な処理をしているのではないかなと、私自身は考えております。 

議  長（田博文） 伊藤議員、不規則発言はやめてください。不規則発言は慎んでください。 

髙岡議員。 

１  番（髙岡伸明） 私としては納税者に寄り添っているとは思えないということがあると思いまして、

町長は、どのようにお考えか、そこが聞きたかったわけなんで、もう一度、お願いします。 

議  長（田博文） 山添町長。 

町  長（山添藤真） 先ほど申し上げましたように、私自身は基本的に京都税機構において、規則に従

った、納税者に寄り添うような形での処理が行われているものであろうというふうに考えており

ます。しかしながら、髙岡議員がおっしゃられました個別の事案についても、そうした件がある

というふうに、今、お聞きをいたしましたので、私のほうでも詳細については確認をしていきた

いというふうに思っています。 

しかしながら、この議場の場におきましては、先ほど、髙岡議員が発言をなされた発言の正当

性についても、私自身は確認ができないということも申し添えておきたいと思います。 

議  長（田博文） 髙岡議員。 

１  番（髙岡伸明） わかりました。差し押さえをするに当たり、事前通告もなく許可証が一般的には

必要かと思いますが、何もなく実行されたようなんですが、それはどうしてでしょうか。 

議  長（田博文） 山添町長。 

町  長（山添藤真） そうしたことは、基本的にはないというふうに思っておりますが、担当課長のほ

うから詳細を答弁させます。 

議  長（田博文） 秋山税務課長。 

税務課長（秋山 誠） 差し押さえの件でございます。ご承知のとおり納期限を過ぎますと、３０日以内

に督促を出します。その督促状の中には１０日以内に納付がなければ差し押さえ等の滞納処分を

行うことがあるというように記載をして発送しています。その時点で差し押さえ等はできるわけ

ですが、税機構のほうは、これも個々の状況によりますけれども、その後、催告書を出して納税
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を促しております。 

一番長い方では３回、基本的には出させていただいて、繰り返し、繰り返し納税相談に応じて

いただくなり、そういったことをしております。最終的に、例えば、納付相談に応じない方であ

ったり、分納計画どおりに納付がないとかいうような、そういった約束を守れない方につきまし

ては、最終的に差し押さえ等の滞納処分を実行するということにはなります。 

ただ、言われた、いきなり予告もなしということは全くございませんし、丁寧に丁寧に予告と

いうような形で再三、通知をしながら最終的には、必要があればやっていくということになりま

す。ただ、いつ何を差し押さえるとかいうようなことまではしておりません。ただ、差し押さえ

をすることがあるということだけは通知をさせていただいております。 

議  長（田博文） 髙岡議員。 

１  番（髙岡伸明） ２万円の分割しかできないと言っているにもかかわらず、４万円でなければ２年

以内に完納できないと言って税機構はだめだと言われた。そのことは、納税をしようとしている

意思を踏み潰すことになりませんか、どうでしょう。 

議  長（田博文） 山添町長。 

町  長（山添藤真） 先ほど申し上げましたように、髙岡議員がご紹介をしていらっしゃる。その案件

につきましては、その正当性、あるいは、その背景について、私のほうも認識をしておりません

し、ここでの、その議論については、私のほうからは答えが、答弁ができないというのが現状か

なというふうに思っております。 

議  長（田博文） 髙岡議員。 

１  番（髙岡伸明） こんなこともあったようで、息子が生命保険を解約しようとしたら、保険会社か

ら差し押さえがかかっているので解約できないと言われたと、本人が税機構のほうに問い合わせ

たところ、息子の生命保険に差し押さえはかけていないと、そう答えたそうです。そこで、改め

て保険会社に問い合わせをしたところ、税機構による差し押さえだったということです。差し押

さえ物件は息子の生命保険、妻の貴金属など、他人のものでもできるのでしょうか。 

議  長（田博文） 山添町長。 

町  長（山添藤真） 担当課長のほうから答弁をさせます。 

議  長（田博文） 秋山税務課長。 

税務課長（秋山 誠） 個別の事案のようでございますけれども、いわゆる貴金属ですとか、生命保険等

につきましては、差し押さえ禁止財産にはなっておりませんので、それは当然、できると思いま

す。 

それから、家族ということでございますが、当然、世帯の中で生計をされて、世帯全体の中で

の生活がどうかというようなことが基本的にはあろうかと思います。まずは本人の所有のものを

差し押さえるということが基本でございますし、その事例が、ちょっと個別の事例になりますの

で、よくわかりませんけども、例えば、その家族の方にも、例えば滞納があるだとかいうような

ことがありましたら、当然、そういうことはあろうかと思います。 

議  長（田博文） 髙岡議員。 

１  番（髙岡伸明） それでは、家宅捜査のような強行的な一方的な差し押さえができる権限が、税機

構にはあるのでしょうか。 
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議  長（田博文） 山添町長。 

町  長（山添藤真） 引き続き担当課長のほうから答弁をさせます。 

議  長（田博文） 秋山税務課長。 

税務課長（秋山 誠） 家宅捜査などの権限につきましては、税機構のほうは、そういう権限を持ってお

ります。 

議  長（田博文） 髙岡議員。 

１  番（髙岡伸明） マルサというのが税の徴収の中にあると思うんですが、マルサのような権限を持

っているというのもあるんでしょうか。 

議  長（田博文） 山添町長。 

町  長（山添藤真） 私、マルサの女しか知りませんので、担当課長のほうから答弁をさせます。 

議  長（田博文） 秋山税務課長。 

税務課長（秋山 誠） 私もマルサの女はよく知っているんですけれども、そのあたりの権限につきまし

ては、私も詳しくは知っておりません。 

議  長（田博文） 髙岡議員。 

１  番（髙岡伸明） 最後になります。納税者に立ち直ってもらおう、この姿勢が大切ではないでしょ

うか。実情に応じた分割納税や税の猶予、それらを視野に入れて、おのおのの町民の理解を促す

ことが必要ではないかと思います。質問を終わります。 

議  長（田博文） 山添町長。 

町  長（山添藤真） この、ただいま髙岡議員のほうから徴収に関しまして、京都税機構のあり方につ

いて議論がありました。私も基本的には公平公正の観点から税というものは納税者が納めるべき

義務であるというふうに思っておりますが、納税ができなくなった方が、もし、いらっしゃるの

であれば、そうした方々に対しまして、私たちのほうで、できることも考えていくのが筋だろう

というふうに思います。 

議  長（田博文） 髙岡議員。 

１  番（髙岡伸明） ぜひ、よろしくお願いします。終わります。 

議  長（田博文） これで、髙岡伸明議員の一般質問を終わります。 

ここで２時４５分まで休憩します。 

（休憩 午後 ２時３２分） 

（再開 午後 ２時４５分） 

議  長（田博文） 休憩を閉じ、休憩前に引き続き一般質問を続行します。 

次に、１４番、簱毅議員の一般質問を許します。 

簱議員。 

１ ４ 番（簱 毅） それでは、平成２６年９月、第５９回定例会におきまして、かねて通告しており

ます３件について、ただいま議長のお許しをいただきましたので、一般質問をいたします。答弁

をよろしくお願いいたします。 

まず、１点目の質問は、情報の価値の認識と発信力の強化について、お伺いをいたします。 

私が以前から気になっておりますのは、与謝野町は、この情報の価値の認識が、どうも私ども

には理解をしにくいと、こういうことで気になっております。最初に妙だなと思いましたのは、
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この与謝野町は官報を購読していないことなんですね。官報とは日本国の機関紙であります。国

としての作用にかかわる事柄の広報として出ているものですが、国の法律、法令に基づいて仕事

をしている地方公共団体、また、国から町を経営する予算の半分以上の交付を受けている。そう

いった町であるにもかかわらず、本当に正しいのかどうか、このように国と地方の関係は、それ

は従前とは異なっておりますけど、そのように思っておるわけでございます。やはり現在はネッ

ト情報の収集ができるということで、そういった見方もありますけれども、やはり正確な情報源

としての官報は、私は必要だと、こういうふうに思っておるわけでございます。 

また、地方自治体と、各省庁をつなぐものとして、自治通信社が発行しております官庁速報と

いうのがございますが、恐らく、これも読まれていないんではないかと、このように思っており

ます。これは各課で回して議論をすると、そういった素材だと思ってますが、これもとられてい

ないでしょう。ここに来て驚いておりますのは、庁舎内では一般新聞は１週間おくれて各庁舎に

回ると、こういうふうに聞いております。そこまで節約をしているというふうにも言えるわけで

すけれども、しかし、情報の最前線で、全国の市町村と競うところが、本当に、それでいいのか

という、こういう疑念を持つわけでございます。 

年間わずかの額をします。それ以上のものを失っているのではないかと、このように思えるわ

けでございます。 

情報は、今日ではインターネットやテレビもありますが、世の中の動きを知る上で新聞情報は

欠くことができません。また、何かを具体的に考える際の、参考にするための情報の収集と、日

常的、基礎的に情報を収集する場合があります。私は職員のスキルアップを目指すために、この

ような情報源は絶対に欠くことができないと、このように感じておりますので、これについての、

まず、ご所見をお願いをいたします。 

次に、情報の発信力について、お伺いをいたします。本町の情報の発信力が町を応援してやろ

うと、そういう思いの人に十分応えているのだろうかと、こういう思いが常にあります。山添町

長は、この４年間、議員としてソーシャルメディアの活用では、市町村議員のレベルでは、全国

でもトップクラスと、このような発信力を持っていらっしゃると、こういうように思っておりま

すが、それに比べると残念ながら、町の情報発信については、一考の余地があると思っています。 

まず、メディアを活用した情報発信で、これは町長は定期的に記者会見等を行うなど施策の導

入や新規事業への取り組みの際に積極的に活用することが必要だと思っています。 

次にホームページの機能強化についてであります。これは他市町のすばらしいホームページに

触れていないことに原因があると思っています。平成２４年度のインターネットの利用者数は、

国の発表では９，６１０万人、普及率は７９．１％となっております。自宅のパソコン、携帯電

話、スマートフォン等、利用端末も年々拡大しておりまして、町のホームページも町政の発信機

能として極めて重要な役割を与えられると、このように思っておりますけれども、例えば、町長

の部屋というのがホームページの中にございます。前町長のときに閉鎖をされてから、今年４月

１９日でしたか、山添町長が開かれたものの、儀礼的な挨拶、８月２１日になって更新しており

ますけれども、これも挨拶程度、最終的に夕べ確認しましたら９月４日までのが、町長のが出て

おりました。これでは、見てくれる人が、私は少ないんではないかと、このように思っておりま

す。 
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町長が世界に向けてのトップセールスを大きな柱とされておる。せっかくの町長の発信力を生

かしてほしいと、このように思っておりますし、全国から応援してやろうという人には、もっと

ホームページの発信力を高めてほしいと、このように思っております。町長個人のブログは７月

１日から８月２１日までの間に９回にわたって更新をされています。これも町のホームページに

注いでいただきたいと、このように思っております。 

次に、ゆるキャラについて、もっともっと積極的に売り出す必要があります。私は以前、前町

長に、ゆるキャラで町を元気づけ、ＰＲに使ってはどうですかと提案しましたが、やりませんと

の回答で、町をＰＲするということが、どういうことなのか、町長もよくわかっていないんでは

ないかなというふうに思っておりましたところ、昨年８月の広報よさのでですね、その経過は知

りませんけれども、商工会青年部がつくられました、京の豆っこ米をＰＲすることを目的とした

「まめっこまいちゃん」が与謝野町のマスコットキャラターとして紹介されていました。 

町のイベントに参加するのは当然ですが、対外的イベントこそＰＲに欠かせません。しかし、

その後の動きは、あまり見られないと、このように思っておりまして、ことしも１１月には

２０１４全国ゆるキャラグランプリが中部国際空港セントレアで開催されると報じられています。

これはネットでの投票もできますから、ぜひ、参加させてほしいものです。昨年は１，５８０団

体がエントリーして、京都府北部からも舞鶴観光協会の「チョキまるくん」４４０位、綾部市の

「まゆピーくん」５３５位、伊根町観光協会の「ふなやん」７３２位、福知山市環境会議の「ゴ

ーヤ先生」８５７位、舞鶴商工会議所青年部の「ゆうさいくん」１４８４位、福知山市夜久野の

農匠の郷「ゆっくりちゃん」１５０９位と、京都府北部からも、このように参加をし、善戦をさ

れていると、このように聞いております。 
全国に、このように、せっかくのゆるキャラをつくったということになりますと、なかなか彦

根市の「ひこにゃん」や熊本の「くまモン」のようには、なかなかいきませんけれども、町の広

報マンにしたいものです。 
例えば、ちょっときょう、扇子を持ってきましたけれども、これは京都府のゆるキャラでござ

います「まゆまろくん」ですね。「まゆまろ」歳は２０００歳と書いてありますけれども、そん

な２０００歳があるのかどうかわかりませんが、こういうものが、これが京都の土産として売ら

れているんですね。非常に人気だそうでございます。これは京扇子に、このまゆまろの絵を、そ

ういう使い方が、このゆるキャラというのはですね、かなりな可能性を持っていると、こういう

ふうに思いまして、この与謝野町でも、いろんな特産品を考えていただいておりますけれども、

ひとつこういったものも参考にしていただく必要があるんではないかと、京都府はですね、これ

は京都府の広報監と書いてありますね、いわゆる技監の「監」、監督の「監」ですか、広報監の

肩書でホームページやＦａｃｅｂｏｏｋ、これもありますし、本気なら、私は京都府の職員も方

もですし、私どもの町の職員さんも、このカットにしたり、裏面に使うと、こういうことが、こ

れからあってもいいんじゃないかというふうに思っております。 
次に、ふるさと納税について、申し上げますと、これは究極のＰＲですから、ぜひ、もっと検

討をしてほしいものです。内閣改造によりふるさと納税は地方創世の目玉に利用してきました。

私は昨年１２月に町が誇るべき、おいしい米をお礼として３万円の寄附には、米１俵を贈る。

２万円で４０キロ、１万円で米２０キロ、しかも、この制度は控除を考えますと２，０００円で
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６０キロがもらえると、こういう仕組みについて申し上げましたが、なかなかこの仕組みが理解

できなくて、理解をしていただくことが難しかったようで、提案をいたしましたが、真剣に受け

とめてもらえなかったと、このように思っています。そうであるなら、オリックスの糸井選手に

も一役買ってもらうしかないと思っています。これで先進地のある町では２億円の寄附を集め、

既に、ことしは早い段階で受け付けを中止しております。 
安倍政権は来年度から手続も簡素化し、ふるさと納税の上限を２倍にすると発表をしています。

北海道のある町では平成２４年度が２億４，０００万円、今年度は６億円を見込むと報道されて

います。趣旨から外れるとか何とか言っている間に熱のある市町村は一生懸命競争をして、先進

地としての京都府を築いていることを申し上げておきます。 
２点目は、６月の一般質問、７月の緊急質問と山添町長のフランス留学時代についてお尋ねを

いたしました。全部で２０項目余りにわたって質問をしたもので、私のところにも、あたかも対

立関係にあるように質問をいただいたりしておりますが、もともと私は春の選挙が終わり、４月

の中ごろまでは４年前の選挙公報にフランス国立建築大学終了、終わりの了と記載されていまし

たので、日本でいう卒業されたということばかり思い込んでおりました。それが、その後のイン

ターネットの書き込みサイトや５月８日に議会に対して公開質問状が出されたことで、一体どう

いうことか、一日も早く町長が晴れ渡った空のように一点の曇りもなく、思い切った若い感性で

町政を担ってほしいと、その立場で疑問点をただす役を引き受けているものです。議員として与

えられたチェックの役割としてお聞きをしていると、こういうものでございます。 
前回の緊急質問で、町長は、この件には政治的な陰謀を感じ、議会外での法廷闘争も辞さない

とおっしゃいましたが、そもそも、この件は町長のプロフィールが時期によっては表記が違って

いたり、書き方によって経歴に疑惑が生じていることが今日の発端であります。これは場合によ

っては、公選法に問われる恐れがあることから、私は真摯に受けとめてほしいと質問を行ってき

たところです。 
実際に、この２回の質問を通じまして、町民の方からも、私のもとにも、いろいろなお問い合

わせをいただいたりしておりますが、２回の質問をしても、どうも真実が、どこにあるのかとい

うことが、もうひとつわからないと、このように思っておるところでございます。これ以上、お

尋ねすることは無理ではないかなと思っておりましたが、８月８日に町長から大学の成績表が議

会に提出をされ、新たに、これについて若干お尋ねをしたいと、このように思って、この点を中

心に前回、理解が十分できなかったところを含めてお尋ねをいたします。 
まず、１点目は、町長が学ばれた同じ所在地に、パリ・マラケ国立高等建築学校があります。

これは全く別の学校のようにも思えますし、一体のようにも思えるんです。翻訳者によっては、

どちらとも訳せるというように聞きました。これについて教えてください。 
次に、成績表についてお伺いします。成績の部分は黒塗りですからわかりませんけれども、

２００５年１１月２２日の成績表では学士１年目ということで、２３の科目が並んでいます。こ

れが翌年２００６年１２月８日付の成績表では９科目になっています。これも学士１年目となっ

ています。この理解ができにくいわけです。しかも、この証明書は発行した学校の名称が異なっ

ているのは、なぜなのでしょうか。ここのところもわかりにくいところです。 
加えまして、このように異なる学校名にもかかわらず、どちらも同じ発行ナンバーです。通常、
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こんなことは考えにくいと思っておりますけれども、なぜこういうことになるのか、日本とフラ

ンスの違いと、こういうこともあるかと思いますが、これについてお願いをいたします。 
３件目の質問は、教育長にお尋ねをいたします。平成２５年の町政懇談会で学校等の適正規模、

適正配置に関する基本方針が示され、本日も、この中でも質疑があったところでございますが、

この方針で、例えば、旧加悦町の場合を見てみますと、平成２８年度に加悦小学校１校に

３３０人、１３学級との案が可能だということが示され、したがって、早ければ平成２８年とも、

このようにお聞きをしたように思っております。ただし、旧野田川町は平成３４年度のめどとの

説明がされたところです。ところが、それ以降は一向に進む気配もなく、山添町長は、先ほど来

も答弁にもございましたように、複式学級のところから段階的に進めると、こういうお話もござ

いましたが、教育委員会としては、その後、どのように動いていらっしゃるのか、お伺いをいた

します。 
このような中で、国は６０年ぶりに小中学校の統廃合について、財政支援を含めて積極的に後

押しをする方針を固めたとされています。小学校は地域の拠点であり、防災の拠点であった。ス

ポーツや文化の活動拠点でもあり、なくなることで地域の衰退の心配もありますが、やはり子供

にとって、どうあるべきか、その結論が教育委員会の学校等の適正規模、適正配置に関する基本

方針だと、このように受けとめています。 
今回の国の方針は、バス通学が想定されており、通学時間の基準も加えるとの報道であります。

平成２０年７月に与謝野町教育・保育環境検討委員会が発足してから６年、提言書が町長に提出

されてから５年、教育委員会から町長に報告されてから３年たっています。いよいよ統合となり

ましても、相当な準備と地域とのコンセンサスに時間が必要であり、まず、学校統合実施計画が

示され、統合準備委員会がつくられてからでも、３年は絶対に必要だと、このように思っていま

す。 
いよいよ国も、このような方針を示したことで、国の方針に乗る時期ではないかなと、このよ

うに思っておりますが、これについての考えをお願いいたします。 
次に、それぞれの地域から小学校がなくなることにつきまして、地域は決して統合を歓迎する

わけではございませんけれども、これ以上の少子化が進む見通しの中で、苦渋の選択をしなけれ

ばならないと、そういう場面も出てくると思っております。そうした中で、この統廃合をされた

後の学校施設の跡地利用は大きな課題であります。学校がなくなることは地域のコミュニティに

大きな痛みを与えることでもあります。そこで地域コミュニティの施設としての活用を含めて、

地域づくり観点からも地域振興に生かせないかとの思いであります。平成２３年９月に出された

基本方針では、廃校となる学校施設の有効活用について、学校教育に役立てると、社会教育やコ

ミュニティづくりに役立てると、このようになっておりますが、私は、これらの上に地域振興に

すぐ取り組みを加えていただきたいとの思いであります。 
一番参考にしたいと思っておりますのは、兵庫県養父市大屋町の旧南種小学校の体育館で大阪

の大学の働きかけで、オリックス不動産が完全人工型植物工場を設置、運営し、リーフレタスを

はじめ４種類の野菜をつくり、年間１００万株の生産体制を目指すとされています。既に７月か

ら一日当たり３，０００株の収穫に入っていると報じられています。このように全国で、いろん

な活用や取り組みが始まっており、当然、町がリードするにしましても、いつこの学校があくの
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か、はっきりしないようでは、地元も相談のしようもありません。新たな企業誘致のモデルにな

るような取り組み、こういったことも視野に入れなければならないと思っております。 
この統合後の跡地利用につきまして、基本方針を補強し、地域づくりなどの地域振興に資する

活用を目指す立場での教育委員会のご所見をお願いをいたしまして、１回目の質問を終わりたい

と思います。 

議  長（田博文） 答弁を求めます。 

山添町長。 

町  長（山添藤真） 簱議員のご質問の一番目、情報の価値の認識と発信力の強化の１点目、与謝野

町の情報発信についてお答えをいたします。 

まず、情報の収集についてですが、官報につきまして、議員ご指摘のとおり、自治体にとりま

して、非常に重要な情報となっております。この官報については、以前はタブロイド紙を購読を

しておりましたが、現在は紙媒体の購読は取りやめ、インターネット版の「官報」に切りかえて

います。また、時事通信社の官庁速報ＩＪＡＭＰ（アイジャンプ）につきましても、同様にイン

ターネット版で運用をしているところでございます。新聞の購読につきましては、本庁舎で日刊

６社の新聞紙を購読し、加悦庁舎と野田川庁舎につきましては、経費節減のために購読をしてお

りません。与謝野町の記事や行政関連の主要な記事につきましては、広報担当の職員が朝一番に

スクラップをとり、それを各庁舎に配信をしており、職員個々の情報源といたしましては、この

新聞のスクラップや個人が自宅で購読をする新聞で可能であると考えております。現状としては、

官報やＩＪＡＭＰと同様にインターネット上の各種サイトから情報を収集する職員が大半を占め

る状況でございます。 

また、インターネット上の膨大な情報の中から必要な情報を取捨選択をするということは、職

員の情報リテラシーの向上となり職員のレベルアップにもつながるのではないかというふうに考

えております。 

一方、与謝野町の情報発信に利用しているメディアは、音声告知、広報よさの、広報よさのの

お知らせ版、与謝野町ホームページ、メールマガジン、ＣＡＴＶテレビ放送、テレビを利用した

文字放送、データ放送、地域ポータルサイトＹＯＳＡＮＯＳＴＹＬＥなどがございます。広報よ

さのなどの紙媒体は、月に１回から２回、そのほかのメディアは、随時の情報発信をしており、

住民の皆様には、どのメディアからでも行政からの情報が受け取っていただけるよう配慮をして

いるところでございます。 

また、ホームページの機能強化についてですが、与謝野町が運営をいたしますＷＥＢサイトに

は、与謝野町ホームページのほかに、地域ポータルサイトＹＯＳＡＮＯＳＴＹＬＥがございます。

このサイトは、ＫＹＴ加入者が動画などを公開をし、サイト利用者と交流をしていただくことを

目的としたもので、平成２２年３月の運用開始から５年近く経過しているところでございます。

動画情報のほかに写真つきの記事やお店、企業のＰＲなど、自由にご利用いただけるサービスも

提供いたしており、昨年１月から１２月までの訪問者数は７万２，１８９人となっております。 

サイト内の情報更新につきましては、ご指摘のとおり、ＫＹＴからのお知らせなどの一部の記

事を除き古く、ユーザー間の活発な交流もない状況です。このことは、ＹＯＳＡＮＯＳＴＹＬＥ

のユーザーがＫＹＴの加入者に限定をされていて、情報の出し手が少数であるということと、最
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近の一般的なＳＮＳでも、動画などの情報が簡単にアップロードをでき、瞬時に拡散できてしま

うという便利さから、主流はＳＮＳにかわってきているのではないかということが考えられます。

ＹＯＳＡＮＯＳＴＹＬＥは情報提供者のエリアが狭く、決して利用しやすいサイトとは言えない

時代おくれのものとなってきているのは確かですので、今後の運用方法を変更するタイミングが

来ているとも認識しているところでございます。 

次に、与謝野町ホームページ内の「ようこそ！町長の部屋へ」についてですが、就任以来、情

報量は少なく、更新もままならない状況でございます。町長といたしまして、皆様方にお伝えし

たいことはたくさんありますが、現在、その有効な手法について試行錯誤をし、先ほど議員がご

指摘になられましたように、８月２１日にサイトの構成変更を行っており、９月から町長メッセ

ージとして、メッセージを発信させていただくということを決定したところでございます。 

とはいいましても、行政からの情報は、漏れなくきっちりと与謝野町ホームページ内でもお伝

えをしておりますので、「町長の部屋」以外のページにもご注目をいただきますようお願い申し

上げます。 

次に、情報の発信力についてですが、情報提供の次の段階として「情報の共有」が重要である

といえます。住民の皆様には、先ほど申し上げました各種メディアを活用し、情報を提供させて

いただいていますが、単なる告知や一方的な情報提供にとどまり、ホームページでお知らせした

だけでは情報共有をしたと言える状況ではございません。 

そこで、情報を共有するための新たな取り組みといたしまして、ＳＮＳ（ソーシャル・ネット

ワーキング・サービス）の活用が有効ではないかということを考え、８月１１日からＦａｃｅｂ

ｏｏｋの運営を開始をしました。これは、実名公表型のＳＮＳで、情報の正確性を確保しつつ、

瞬時に情報が拡散され、共有されるという性質を持つもので、ユーザー数は世界中で３０億人と

も言われるサイトでございます。与謝野町のＦａｃｅｂｏｏｋページへの登録者数は、まだ

３００人程度の状況でございますが、情報をアップロードすると受け手の持つネットワークで、

瞬く間に１，０００人近くに情報が共有をされ、即座に反応が返ってきている状況でございます。

アップロードした情報の詳細を「エリア」を意識して見てみますと、あくまでも推測ではござい

ますが、防災情報など与謝野町エリアに限定した情報は町内の方に、広いエリアを意識したイベ

ント告知などの情報は満遍なく共有ができ、また、タイミングを外したような有用ではない情報

については反応も少なく、ほかのユーザーへ拡散しないという状況でございました。 

これは、ユーザー自身が情報を選択し、必要な情報が必要なユーザーで共有できているといっ

たことのあらわれであると感じまして、非常に有効なメディアであるということが伺えました。

今後の与謝野町Ｆａｃｅｂｏｏｋページはユーザー数をふやす努力をし、与謝野町ホームページ

と並行し、発信する情報を見きわめつつ運用を行っていく考えでございます。 

次に、新聞社やテレビ局など、マスメディアとの協力体制についてですが、私は政策と広報は

行政運用の両輪であると考えており、マスメディアとの協力体制を構築することは必須であると

考えております。政策の導入や進行と同時に、広報すべき内容は常にあり、また、政策への理解

や意見を求める場面、住民参画などを促すことなどの必要性を強く感じましたので、不定期では

ありますが、６月から記者懇談会を開催することといたしております。この記者懇談会では、情

報を共有をし、マスメディアの持つ広報力をおかりすることはもちろんではありますし、読者や
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視聴者の代表である記者の目線からの意見等もお伺いできるということもあり、とても重要視し

ているというところでございます。先日も、今議会の補正予算の概要、決算、事業の実施に伴い

ます政策形成過程なども話題として開催させていただいたところでございます。 

また、与謝野町独自のテレビ放送局でありますＫＹＴでございますが、来年には機構改革を計

画をしており、ＫＹＴの持つ魅力を十分に発揮できるように体制を整え、情報発信力を強化して

いきたいと考えております。 

情報発信力は、すなわち町の広報力でございます。広報の目的とは中長期にわたり事業を健全

に継続するための環境づくりや、住民からの信頼を得ることが主なことであると考えております。

ただ、よいことだけを発信するということではなく、例えば失敗したこと、うまくいかなかった

ことについて、「なぜそうなのか」を発信することで、行政と住民との情報の共有ができ、「ど

うしたらよいのか」をともに考えることができるようにすることも広報の一つの大きな役目でご

ざいます。政策の目的に沿い、その目的達成のために情報をどのように伝えるのか、ストーリー

立てをする戦略的な広報を目指し取り組んでいく考えでございます。 

次に、２点目のゆるキャラをもっと押し出そうについて、お答えをいたします。与謝野町のマ

スコットキャラクター「まめっこまいちゃん」は、平成２０年５月、与謝野町商工会青年部が各

種イベントにおいて与謝野町をＰＲすることを目的に、与謝野町のブランド米である「京の豆っ

こ米」をモチーフとして、キャラクター「まめっこまいちゃん」を制作し、青年部活動やさまざ

まなイベントのほか、全国ネットのテレビ放送にも出演をし、与謝野町のＰＲに一役を買ってい

ただいておりました。 

平成２３年７月には、与謝野町商工会から与謝野町に対し、与謝野町のマスコットとして、さ

らに幅広くご活用していただければという趣旨で贈呈の打診を受け、平成２４年１月に譲り受け、

着ぐるみをリニューアル製作し、その年の１１月に開催をいたしました「ＹＯＳＡＮＯオータム

フェスティバル２０１２」においてお披露目をいたしました。 

今日までの動きといたしましては、京の豆っこ米のＰＲはもちろんのこと、京都府内をはじめ

近畿圏内で開催をされるゆるキャライベントにおける当町のＰＲ、町内外の事業所や団体などに

貸し出しを行い、子供たちと触れ合うなど、キャラクターがいることで、多方面からのお声掛を

いただき、与謝野町のことや産業構造を知っていただくきっかけづくりとして有益なものである

というふうに認識をしております。 

一方、ご質問のゆるキャラグランプリ２０１４への参加についての取り組みでは、過去に担当

課において検討をした経過があったようですが、登録に至らなかったようでございます。本年は

難しいとしましても、次年度に向けて庁内調整を行い、前向きに検討していきたいというふうに

考えております。 

しかしながら、町外ばかりに目を向けるのではなく、まず、「まめっこまいちゃん」が地元で

愛される存在になることが大切であるというふうに考えておりますので、行政による目に見える

形での広報や活用も重要ですが、地域行事などにお呼びをいただければというふうに考えており

ます。 

次に、３点目のふるさと納税でございますが、６月補正予算後から、ふるさと納税者の方々と

のつながりを強くできるような取り組みを行っているところであり、今後もさらなる取り組みを
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検討していきたいというふうに考えています。８月に開設をした与謝野町のＦａｃｅｂｏｏｋに

おいて、ふるさと納税の記事を投稿いたしましたところ、数件のコメントをお寄せいただき、実

際にふるさと納税をいただいたり、広報よさの８月号に、ふるさと納税の記事と申請書を掲載し

たところ、寄附のお申し出をいただいたりと、少しずつではありますが、ふるさと納税への関心

が高まっていると感じております。 

現在は申請手続の簡素化のため、申請書にかえてインターネット上で寄附金の申し込みができ

る申込フォームの運用を試験的に開始をするなど、ご寄附いただく方の利便性の向上にもつなが

る取り組みを始めております。また、政府も平成２７年度に向けて、ふるさと納税に係る申告の

簡素化や税額控除上限額の倍増などが検討されており、ふるさと納税をしやすい環境が整いつつ

あるというふうに思っております。一方で、ふるさと納税を利用した町のＰＲについては、なか

なか取り組めていない状況ではありますが、例えば、ご寄附をいただいた方々にお贈りをいたし

ます「与謝野町ふるさと応援チケット」が、現在は公共施設でのサービス利用にとどまっていま

すので、ふるさと納税を通じてＰＲを考える町内事業者などのサービス提供にも拡大するといっ

た、町を挙げて価値を高めていけるような工夫も必要であると考えます。一方でお礼を華美にし

て、より多くの寄附を集めるというような考えもあるというふうに思いますが、今のところ、そ

のような寄附集めの競争の中に入っていくような取り組みをするつもりはございません。 

ことしの町政懇談会の中でも、お礼を華美にするのではなく、寄附者等を大切にするような取

り組みをするべきであるというお声もいただいております。それが総意であるというふうには申

しませんが、今は寄附者とのつながりを強くする取り組みを推進していきたいというふうに考え

ております。 

なお、町民の有志の方々が、はがきに「ありがとう」と書いた絵手紙、「ありがとう絵手紙」

を作成をしていただき、これをふるさと納税された方々にお送りする提案をいただいておりまし

て、町民の方々の心のこもったお礼ができ、とてもうれしく思っております。 

いずれにいたしましても、ふるさと納税による町のＰＲには、町民の皆様に関心を持っていた

だき、ふるさと納税の価値に気づいていただくことが大切であるというふうに考えますので、当

面は制度のＰＲに力を入れていきたいというふうに考えております。 

２番目のご質問、フランス留学からにお答えをいたします。一般質問の通告書では、議会に提

出をされた成績証明書を中心に問うとの題目で、①パリ・マラケ国立高等建築学校とフランス国

立建築大学パリ・マラケ校、②成績表とＥＨＥＳＳ、ウーアッシュＥＳＳとフランス語で読みま

すが、そして、③発行ナンバーの考察からという、三つの質問事項が上げられております。今、

述べました事柄以外は記載をされておらず、ご質問の趣旨が理解できませんでしたので、第２質

問などで具体的な質問内容をお聞かせ願いたいというふうに思います。 

以上で、簱議員への私からの答弁とさせていただきます。 

議  長（田博文） 塩見教育長。 

教 育 長（塩見定生） 簱議員の３番目のご質問、小学校統合を問うの一つ目、国の方針に乗る必要は

について、答えしたいと思います。まず、国の方針についてですが、学校統廃合につきまして、

過去２回の方針転換があり、議員ご指摘のとおり、ことし７月下旬に、国は小中学校の統廃合を

積極的に推進する方針を固めたとの新聞報道があっております。 
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当町でも、小学校の統廃合につきましては、塩見議員のご質問にもお答えいたしましたとおり、

教育の機会均等などに配慮した案での統合をお示しさせていただき、現在、子ども・子育て会議

に対しまして諮問する中、平成２６年度末までの建議を求めているところでございます。 

次に、２点目、地域振興に生かすためにでございますが、統合し廃校となった小学校施設の利

活用についてのお尋ねでございます。小学校は、長年それぞれの地域のシンボル的で重要な施設

であると認識いたしておりますし、廃校となりましても、地域の重要施設として、どう利活用し

ていくのかが課題であると思っております。廃校の利活用につきましては、町だけでなく、地域

の皆様方の思いやお考えもいただきたいと考えております。地域にお住まいの皆様方の多くは、

地元の小学校を卒業されたものと思っております。教育委員会といたしましても、その思い入れ

のある地元の小学校の校舎や体育館などの活用方法につきまして、教育面や産業面、福祉面など、

いろいろな角度からご提案させていただきたいと考えておりますし、地元の皆様方にも積極的な

ご提案をいただき、町のためにも、地域のためにも、よりよい活用方法を見出していければと考

えております。 

以上で、簱議員への答弁とさせていただきます。 

議  長（田博文） 簱議員。 

１ ４ 番（簱 毅） それぞれ丁寧にお答えいただきました。まず、私もちょっと認識が不足しており

ましたのは、町長、官報とＩＪＡＭＰ、これについては、私、ちょっと以前のが見せてほしいと、

こういうふうに思って、お願いをしましたところが、とっていないようなお答えだったので、そ

ういう質問をさせていただいたんですが、ということは、役場全体で、どの課からも官報が引っ

張れると、こういうふうになっておる。あるいは官庁速報が引っ張れると、こういうふうに理解

したらいいんでしょうか。 

議  長（田博文） 山添町長。 

町  長（山添藤真） ただいまご質問をいただいております官報、ＩＪＡＭＰの運用の形態につきまし

ては、担当課長のほうから答弁をさせます。 

議  長（田博文） 植田企画財政課長。 

企画財政課長（植田弘志） ご質問のＩＪＡＭＰと官報の件でございますが、今、インターネットのほう

で閲覧をしておるんですけれども、全職員というふうにはなってなかったと思います。 

利用口数がありますんで、課長職程度ぐらいが利用できるというものであったというふうに記

憶しております。 

議  長（田博文） 簱議員。 

１ ４ 番（簱 毅） それでは、新聞について考えてみました。これはほとんどの職員さんというのは、

非常に意識が高いわけですから、与謝野町で、本庁は別にしまして、あとは大体、個人の購読に

任せると、こういうふうに言われたかなと思っております。 

しかしながら、その重要な部分は当然、どういいますか、各加悦庁舎、野田川庁舎にもですね、

私は回されると、こういうふうに思っておりまして、そうしたことでですね、十分情報の共有が

できるようにお願いをしておきたいと、このように思いますが、これはどうでしょうか。 

議  長（田博文） 山添町長。 

町  長（山添藤真） ただいまご質問をいただいております件につきましては、与謝野町に関連をする
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情報、あるいは行政関係なり注目をするべき内容の記事につきましては、スクラップをし、配信

をして、情報の共有化を図っているところでございます。 

議  長（田博文） 簱議員。 

１ ４ 番（簱 毅） 先ほど来から、町長の今後の方針をお聞かせいただいておりまして、トップセー

ルスをしてですね、そして、この与謝野町を広めていきたいと、こういう心構えをお聞きをした

わけでございますが、それにしましても、やはり町の情報がインターネット等で、Ｆａｃｅｂｏ

ｏｋを含めて、十分に全国に発信されていると、このことが重要だと思いますんで、ぜひ、ホー

ムページ、あるいはＦａｃｅｂｏｏｋを含めてですね、ひとつ全国で喜んでいただけるようなも

のをつくり上げていただきたいなと、このようにお願いをしたいと思っておりますが、どうでし

ょうか。 

議  長（田博文） 山添町長。 

町  長（山添藤真） 先ほど、答弁で申し上げましたように、行政の行う施策、そして、与謝野町の情

報発信につきましては、政策を進めていく上で、あるいは実現をしていく上で両輪であるという

ふうに考えておりまして、簱議員がご指摘をいただいたように、日本全国、あるいは世界に与

謝野町をＰＲしていくんだという気持ちの中で、Ｆａｃｅｂｏｏｋの運用、また、ホームページ

の運用をしてまいりたいというふうに考えております。 

議  長（田博文） 簱議員。 

１ ４ 番（簱 毅） それから、町長もう１点、ＹＯＳＡＮＯＳＴＹＬＥの話がございました。これは、

職員さんの中でもともと発想されて、このページを開かれたと、こういうふうに認識しておりま

すが、やはりある程度期間がたちますと、職員さんも、皆お忙しいですから、なかなか私はです

ね、自発的にやっていただくということが難しかって、ちょっと停滞していたかなと、こういう

ふうに思っております。その辺も含めてですね、このＹＯＳＡＮＯＳＴＹＬＥにつきましても、

十分な職員が参画できるような配慮をお願いしたいと思います。そこどうでしょうか。 

議  長（田博文） 山添町長。 

町  長（山添藤真） ＹＯＳＡＮＯＳＴＹＬＥのあり方については、今後、再検討をしていかなければ

ならないだろうというふうに思っております。 

といいますのは、ＹＯＳＡＮＯＳＴＹＬＥは、ある意味、限定的なメディアであります。一方

で、先ほど申し上げましたＦａｃｅｂｏｏｋなど、ＳＮＳにつきましては、非常に瞬時に、簡単

に情報の発信、または共有化ができるということから、全国的にも、また世界的にもメディアの

主流だろうというふうに思っておりますので、私としては、そちらのＳＮＳやＦａｃｅｂｏｏｋ

に力を注いでいきたいなというふうに考えているところでございます。 

議  長（田博文） 簱議員。 

１ ４ 番（簱 毅） それでは、ゆるキャラにつきまして、町長は、ことしは無理だけども、来年ぐら

いは、ひとつ考えたいと、そういうお話がございました。ぜひ、ひとつそういった全国に紹介で

きる場があるんですから、積極的に参加を、私はさせるようにしていただきたいなというふうに

お願いをしておきたいと思っております。 

それから、ふるさと納税につきましても、例えば、大分県の日田市の状況を見てみますと、各

町の中の市の中の地域に、そのふるさと納税をしていただいた、ご希望のところに配分ができる
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と、こういう仕組みをとられておるところがございまして、それがいい、悪いということは別で

すけども、地域の自治会や、自治会の自治組織に、そういう希望によっては、そういう財源に充

てると、そういう制度をとっているところも出てきておるということを申し上げておきたいと思

っておりますし。それから、町長の持論であります潜在住民と町をつなぐというためにもですね、

このふるさと納税は、少しずつということでございましたけど、積極的な取り組みを、私は展開

をしていただきたいと、このように思っておりますが、どうでしょうか。 

議  長（田博文） 山添町長。 

町  長（山添藤真） 現在、私どもはふるさと納税につきましては、目的税ということで運用をしてお

ります。 

しかしながら、その目的項目というのは、非常に大きいのが現状でございます。こうした大き

な目的項目を、より具体的なものにしていくというのは、一つ検討の余地があるだろうというふ

うに思います。 

また、簱議員がご指摘をいただきました自治会に渡るようにするということも、一つなんだ

ろうなというふうに思っておりますので、引き続きといいますか、検討していきたいというふう

に思っております。 

また、私の持論でもあります、この与謝野町を出た人たちが、この与謝野町にどうかかわって

いくかという観点につきましては、ふるさと納税のみならず、さまざまな方法で策を考えていき

たいなというふうに思っております。 

議  長（田博文） 簱議員。 

１ ４ 番（簱 毅） 町長は、以前、町長、一般質問で岡山県の赤坂町の話をされたことがございまし

た。いわゆる町内循環ということですね。あるいは町の、そういった特産物をどう出していくか

というお話に絡めてですね、一般質問をされたということが、私はあったと思っておりますけど

ね、ひとつぜひ、このふるさと納税について、私は一つ新たな実を上げていただきたいなと、こ

のように思っておるので、お願いをしておきます。 

それから、町長のフランス留学につきまして、これ３回目ということで、まことに恐縮ではご

ざいますが、これは町長がお持ちの、いわゆる宮津高校を出られてからの、そういった資料を出

していただければ、原本が。私は、これは笑い話で済む話ではないかなと、あるときには思った

りもしておりますが、そういった状況にありませんので、お尋ねをきょうまでしてきました。 

私は、今回の質問はですね、いわゆる成績証明書を見ると、学校の名前、先ほどお答えいただ

きました、学校の名前がどうも違ってるんではないかなと、１枚ずつがという気がしてならんの

ですけどね、ここのところは、町長どうでしょう。 

議  長（田博文） 山添町長。 

町  長（山添藤真） このフランス留学の時代においての学校証明については、一つは国立、私の訳で

あれば、フランス国立建築大学パリ・マラケ校、そして、フランス高等社会科学研究院パリ校、

この二つの在籍証明書は議会を通じて皆様方にもお示しをしているところでございます。 

その解釈につきましては、フランス語圏内ということもあり、いろんな憶測が出ているんだろ

うなというふうに感じておりますが、その一つに、先ほど、簱議員がおっしゃったパリ・マラ

ケ国立高等建築学校と、フランス国立建築大学パリ校という違う名前の大学名が書類に付されて
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いると。 

１ ４ 番（簱 毅） 所在地にですね、同じ所在地になっていると、どちらもあるんですけれども。 

町  長（山添藤真） ということなんですけれども、私が思いますのは、私、通っていましたパリ・マ

ラケ校というのは、フランスのパリ芸術大学の中の敷地にある学校でございます。その学校の変

遷というのは、もともとフランスの芸術大学の一つの学部として発足をいたしました。 

しかしながら、建築と芸術というのは相反するところもありますので、建築大学として独立を

して、今現在に至っているというように私自身は聞いております。 

しかしながら、その過程の中において、学校名称が変更したということについてまで、私は把

握をしておりませんので、恐らくそうした学校内での調整があって、二つの学校表記が使われて

いるんではないかなというふうに推察をするという程度でございます。 

いずれにいたしましても、私、この大学を選びましたときに、学校名ではなく、やはりどのよ

うに学校が建築に向き合うのかという理念に賛同したから、このフランス国立建築大学パリ・マ

ラケ校に入ったところでございます。そうした意味において、学校の名称の変遷がどうであるの

かということについては、私自身、全く調べもしておりませんので、私からの明確な答弁は差し

控えるというか、できないというふうに申し上げなければならないかなというふうに思います。 

議  長（田博文） 簱議員。 

１ ４ 番（簱 毅） 町長、この２枚出していただきまして、初めの年のを見ますとですね、エコール

アークテクチャーですか、いわゆる建築大学と、これはこう読めるんですよ。ところが、その後

の建築の方は、エコールナショナルスーペリウールと、こう読めるということでね、これが別々

に出てきて、別々の学校みたいに見えるんです、こう書いてあると、校名が。 

そして、しかもですね、このナンバー、いわゆる、この発行ナンバーは同じもんなんですね。

その辺が、私も翻訳をお願いしたんですけども、どうもこれはわからないなと、翻訳者は。ある

翻訳者によっては、これは一体のものにも思えるし、別のものにも思えるんだと、こういう話が

ございましたのでお尋ねをいたしました。 

議  長（田博文） 山添町長。 

町  長（山添藤真） 先ほど申し上げましたように、推察の域からは出ませんが、同じ学校であるとい

うふうに言えるのではないかなというふうに思っております。 

その中で、何らかの原因で学校名称が変更される、あるいは、表記が変更されたという可能性

があるのではないかなというふうに思っています。 

議  長（田博文） 簱議員。 

１ ４ 番（簱 毅） これ町長、大体理解が同じものではないかなというふうに私どもも見ております。 

それでは、もう１点お尋ねをしておりました、いわゆる学士１年目という表記については、

２枚とも、これについては町長、もう一回ちょっとお願いいたします。 

議  長（田博文） 山添町長。 

町  長（山添藤真） 恐らく私が、その建築大学に在籍をしたのは２年間でございます。その２年目の

途中に、既にフランス国立高等社会科学研究院パリ校の入学が決まっておりましたので、その後

期分については、余り建築大学のほうには行っていないということから、先ほど簱議員がおっ

しゃられたように、授業の科目数が減っているのではないかなというふうに思っております。 
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いずれにいたしましても、私がフランス国立建築大学パリ校、フランス語で言いますと、エコ

ール、ナショナル、スーペリュー、ダーシテクチュール、パリ・マラケというんですけれども、

ここには２年間、在籍をしたということです。 

議  長（田博文） 簱議員。 

１ ４ 番（簱 毅） それでは、あとですね、あともう少しちょっと町長に、６月議会の折に、私、質

問いたしまして、そのことで私ずっと見てみたんですけども、あとで、町長がお答えしていただ

いてない分があったんで、ちょっと、もしも、わかりましたらお願いしたいと思います。 

一つは、町長はバカロレアはですね、フランス人の学生が対象で、私には関係ないと、こうい

うふうにおっしゃっておるように思えたんですが、フランスの大学ではバカロレアプラス、こう

いう表記が当たり前だと、こういうふうに聞いておりましてね、これでいきますと現在、町長の

最終学歴というのはフランスで、バカロレアの何になると、こういう理解でよろしいでしょうか。

プラス幾らとか、何とかいうふうになると思うんですが、そこどうでしょうか。 

議  長（田博文） 山添町長。 

町  長（山添藤真） 先ほど、ご紹介をいただきましたように、フランス国内ではバカロレアという大

学の入学資格の証明書がございます。これに基づきまして、例えば３年間、大学に通ったのであ

れば、プラス３、あるいは４年間大学に通ったのであれば、プラス４、そして５年間通ったので

あれば、プラス５というような表記で、フランスの学歴というのは、ある意味、証明をされると

いうところでございますが、私自身、建築大学に入り、また、フランス国立の高等社会科学研究

院というのも、非常に特殊な大学ですので、バックプラス何々という明記した表記はできないの

ではないかなと、むしろ、することは適切ではないというふうに思っています。 

議  長（田博文） 簱議員。 

１ ４ 番（簱 毅） それとですね、前に私、ＴＣＦダックのことをお尋ねを。ＴＣＦダック、このこ

とをお尋ねを、いわゆる言語のことをお尋ねをいたしました。 

町長は、私はデルフダルフですか、こちらだというふうにお聞きをしたんですが、これを受験

せずに入学されたと、こういうふうにお聞きをしたんですけれども、大学入試基準のＡ１からＣ

２の該当といいますか、ランクがあるわけでございますが、京都にあります留学センターではで

すね、通常、そういうことは非常に難しいんではないかと、こういうお話を聞かせていただきま

したが、私立なら、これは別だと、問題ないということになるんですが、この語学試験について

ですね、町長の場合、前回もお尋ねしたんですが、もうひとつはっきりわからないんで、どうい

う方法で、これをクリアされて、学校に入られた、そこのところをお願いできませんか。 

議  長（田博文） 山添町長。 

町  長（山添藤真） 私は、建築大学に入るまで、かなりの年数を語学学校で過ごしております。そう

した語学学校の成績、そして、フランス国立建築大学に入るまでの建築専門学校での成績表証明

書、そうしたものを提出をし、受験をしたわけでございますが、その際、私にフランス語の検定

的なものの書類を提出しろというふうには言われませんでしたので、私自身はデルフダルフも受

けていないということを申し上げました。 

議  長（田博文） 簱議員。 

１ ４ 番（簱 毅） それでは、あともう２点ほどお尋ねしたいんですが、いわゆるＥＨＥＳＳですね、
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町長の前回の答弁ではですね、フレデリック・ネフ氏に引っ張ってもらってですね、私は入るこ

とができたと、こういうふうにご答弁をいただきました。 

しかしながら、ＥＨＥＳＳは大学院大学ですから、学士相当の資格を持たない場合ですね、こ

れは非常に難しいんではないかと、こういう見解を首都大学東京の鳥海先生、これもＥＨＥＳＳ

に行かれた方ですけども、お聞かせをいただきました。 

このＥＨＥＳＳに入学をされた、フレデリック・ネフ氏が引っ張ったということはお聞きしま

したが、その他についてですね、もう少しお願いできませんか。その他といいますか、フレデリ

ック・ネフさんに論文を出されて、そして、その論文を読んでオーケーということになったとい

うふうに前回お聞かせいただいたんですけども、それだけだったのか、あるいはもっと別の編入

の試験とか、そういったことがどうなっていたのかなということでお願いできませんか。 

議  長（田博文） 山添町長。 

町  長（山添藤真） 私がフレデリック・ネフ氏に合い、これから行いたい学究のテーマについての論

文を提出した以外に、入学の試験というものはございませんでした。 

それに合わせまして、フランスの専門の建築学校、そして建築大学の成績証明書などもあわせ

て提出をしておりますので、何らかの書類審査がありまして、その基準に到達をしていたんだろ

うというふうに思っております。 

その私自身を、入学を許可した、そうした許可書については、フレデリック・ネフ氏と大学院

局のほうにあるんではないかなというふうに思っておりますので、その理由については、当然の

ことながら尋ねたことはございません。 

議  長（田博文） 簱議員。 

１ ４ 番（簱 毅） それでは、町長、これで町長にお尋ねするのも終わることになると思うんですが、

いわゆる前回のＥＨＥＳＳの在籍証明に公的認証の話を申し上げまして、この間、議長に当てた

町長の文書ではですね、現在、そういったものを取り寄せていると、あるいは向こうと照会して

いるということだったんですが、これは大体、いつごろに、これは届く、あるいは、こちらに見

せていただくことができる、ここのところはどうでしょうか。 

議  長（田博文） 山添町長。 

町  長（山添藤真） 私が在籍証明を出しております、二つの大学に関しましては、簱議員のご提案

がありました、公的認証や法定翻訳の作業をして進めているというところでございます。 

しかしながら、私が調べた範囲内でありますと、在日のフランス大使館まで私自身が伺わない

と、その書類の提案ができないというように聞いておりまして、私自身が行ける日程が、まだ、

とれていないということでありますので、その日程がとれ次第ということになります。 

しかしながら、これは恐らく平日でありますので、非常に難しい、あるいは、東京出張を兼ね

てやっていきたいなというふうに思っております。 

議  長（田博文） 簱議員。 

１ ４ 番（簱 毅） それでは、教育長へ第２質問を出して終わりにしたいと思っております。 

議  長（田博文） 簱議員、質問の途中ですがよろしいですか。 

１ ４ 番（簱 毅） もう町長、終わりましたけど。よろしい、言ってください。 

議  長（田博文） 山添町長。町長、反問権ですか。 
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町  長（山添藤真） 先ほど、このフランス留学からという一般質問をされるに当たりまして、簱議

員は、何といいますか、私自身の潔白をある意味証明していきたいということを申し上げられま

した。それ以降、６月の定例会、そして、緊急質問など、また、さまざまな書類の提出を私自身

は真摯に行ってきたつもりでございます。 

こうした経過を踏まえ、今でも簱議員は、私が学歴の詐称をしているというふうにお考えで

しょうか。 

議  長（田博文） 簱議員。 

これは反問権に対する、いわゆる答弁というか、反問ですか。時間をとめます。 

１ ４ 番（簱 毅） 私は、真実は、はっきり言って、今まで聞いたところではわからないと思ってお

りますが、多分、町長はですね、フランスに行っておられたことも事実ですし、その勉強をされ

たんではないかと、これは、こういうふうに思っております。 

ただね、これだけ公開状が議会に出されたりする中で、町長は、やはりですね、宮津高校を出

られてからのことを、町長、私、前回、お尋ねしましたら、資料も全部はないけども、あると、

こういうふうにおっしゃいました。それを出していただいたら、これ私どもは、町長が丁寧な説

明をされれば、私は笑い話で済むんではないかなという気持ち、先ほども申し上げましたがそう

思っているんですよ。 

ところが、それがないわけですから、コピーではですね、はっきりしないんですよね。私ども

が見ても、これが本物なのかどうなのか、あるいは、その後、手が加えられて、そういったこと

が全くわかりませんので、原本を出していただいて、そしてしたら、これはもう全部、私は解決

する、笑い話で終わるんではないかなと、こういう気持ちを今でも持っておることは事実です。 

議  長（田博文） 山添町長。 

町  長（山添藤真） 先ほど申し上げましたように、二つの大学に関しましての公的証明、あるいは法

定翻訳というのは、できるだけ早くお届けをしていきたいなというふうに思っているところでご

ざいますので、もう少し時間をいただければと、恐らく笑い話で済むことだろうなというふうに

思っております。 

また、前段で申されました、この質問には政治的な意図、あるいは背景があるということは、

先ほど、簱議員は否定をされました。しかしながら、その件につきましては、私は強くあると

いうふうに確信をしておりますので、その点については申し添えておきたいというふうに思いま

す。 

議  長（田博文） 簱議員。 

１ ４ 番（簱 毅） 私は、若干、自民党にかかわっておりますけれども、そういう政治的な背景が、

これにあったり、そういうことで私は質問しているのではありません。ただ、私が質問している

のは、議会に、これだけの問題提起がされた中でね、私は上から２番目の年齢にあるわけで、今

までのキャリアから言いますと、私が一番上にあるわけですわ。そういう者が、やはり質問をし

ないと、議会が全く質問をしない、そういうことにはならないと、その責任感で私は、やってい

ると、こういうふうに受けとめていただきたいと思いますけど。 

議  長（田博文） 山添町長。 

町  長（山添藤真） その点につきましては、私の思いとは相反するところがあるというところだけは
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申し添えておきたいと思いますし、この事案が、これまでネット上で取りざたされている中で、

私自身、あるいは私の家庭に対しても、非常に誹謗中傷がすごいというところがございます。こ

うした情報の発信のもとといいますのは、与謝野町の中のどなたかがということであるし、私自

身は、その方も認識をしていると思っておりますので、そうした背景から考えますと、恐らくそ

うした意図が、あるいは背景があるのではないかなというふうに私は思っておりますので、その

点については、簱議員との立場は違いますけれども、こうした質問をしていただきまして、私

の、これまでの経過、あるいは、どのような思いでフランスに行ったのか、そうしたことまで質

問をいただきました。その点については感謝を申し上げておきたいというふうに思います。 

議  長（田博文） 時間カウントしてよろしいか。 

簱議員。 

１ ４ 番（簱 毅） それでは、町長に終わりまして、教育長に第二質問をしたいと思っております。 

今、町政懇談会の中でも、いろんな学校統合に関するお話があると、こういうことでございま

すし、私どもは２年前に、与謝小学校の校区なんですけど、与謝小学校校区連絡会というのをつ

くりまして、一体この学校をですね、今後、まだ、正式提起はないわけですが、その正式提起を

受けたときに、やはり、その受け皿になる、もちろん育友会もあります、そういった学校の関連

の組織はございますけれども、地域としてどうするのかと、このことを２年前からやってまいり

ました。まだ、実際の動きにはなりませんが、ぜひ一つそういうことでですね、今、国において

も内閣改造でですね、地方創世大臣が置かれて、そして地方のことを進めていく、公立学校の統

廃合の指針というのがですね、これはもう年内にも出されると、こういうふうに聞いております

ので、ぜひ、しっかりとした、余り、ある年限が、私どもが理解をしておりましたのは、平成

２８年、もしくは旧加悦町区については、大体３０年ぐらいの見通しにはなるんかなと、こうい

うふうに思っておりますので、よろしくお願いをいたします。そういうことでお尋ねをいたしま

した。 

議  長（田博文） 塩見教育長。 

教 育 長（塩見定生） お答えいたします。今、与謝地区で連絡会議ということが発足されて、検討され

ているということでございますけれども、私も各校区で、そういった連絡会議等々を持っていた

だきまして、これからのありようを審議していただくということが大事ではないかなというふう

に思っておりますので、今後ともどうぞ、よろしくお願いしたいと思います。 

１ ４ 番（簱 毅） 終わります。 

議  長（田博文） これで、簱毅議員の一般質問を終わります。 

以上で、本日の日程は全部終了しました。 

本日は、これにて散会します。 

次回は、あす９月９日、午前９時３０分から引き続き一般質問を行います。 

本日は、ご苦労さんでした。お疲れさんでした。 

（散会 午後 ３時５２分） 

 

 


